
― 1―

平成２９年度予算審査特別委員会議事録（第２号）
平成２９年３月１４日（火曜日）

◎出席委員（１０名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

７番 田 利 正 文 君 ８番 高 道 洋 子 君

９番 髙 橋 健 一 君 １０番 星 孝 道 君

１１番 髙 橋 秀 樹 君 １２番 井 脇 昌 美 君

◎欠席委員（２名）

５番 川 上 初太郎 君 ６番 前 田 秀 夫 君

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 沼 田 聡 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 阿 部 智 一 君

国民健康保険病院事務長 對 馬 邦 彦 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 寺 地 優 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 大 貫 裕 弘 君

事 務 局 次 長 阿 部 泰 子 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君



― 2―

◎議事日程

日程第 １ 議案第３３号 平成２９年度足寄町一般会計予算（予算審査特別委員会）＜

Ｐ３～Ｐ３７＞

日程第 ２ 議案第３４号 平成２９年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算（予算審

査特別委員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ３ 議案第３５号 平成２９年度足寄町簡易水道特別会計予算（予算審査特別委

員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ４ 議案第３６号 平成２９年度足寄町公共下水道事業特別会計予算（予算審査

特別委員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ５ 議案第３７号 平成２９年度足寄町介護保険特別会計予算（予算審査特別委

員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ６ 議案第３８号 平成２９年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計予算（予算審査特別委員会）＜Ｐ３７～Ｐ４

６＞

日程第 ７ 議案第３９号 平成２９年度足寄町介護サービス事業特別会計予算（予算審

査特別委員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ８ 議案第４０号 平成２９年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員会）＜Ｐ３７～Ｐ４６＞

日程第 ９ 議案第４１号 平成２９年度足寄町上水道事業会計予算（予算審査特別委員

会）＜Ｐ４６＞

日程第１０ 議案第４２号 平成２９年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算（予算審

査特別委員会）＜Ｐ４７～Ｐ４８＞
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午前１０時１３分 開会

◎ 開議宣告

○委員長（髙橋秀樹君） それでは、休憩を

閉じ、委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、予算特別審査委員会を開

催いたします。

◎ 議案第３３号

○委員長（髙橋秀樹君） 議案第３３号平成

２９年度足寄町一般会計の質疑を続けます。

１２６ページ、第６款農林水産業費、第１

項３目農業振興費から始めます。

質疑ございませんか。

１番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） 昨日、このバイオマ

ス事業についましては木村議員、星議員のと

ころで大体お聞きしてわかってきたわけです

けれども、まず最初に、このバイオマス事業

につきましては、町長のお話にもございまし

た。

足寄町が先駆者的な役割を果たしてきた

と、それによって今現在、新しい事業となっ

ているわけでございますけれども。

ところで、２戸の農家が今現在中止といい

ますか、そういったこともしていますよとい

う形なのですけれども、せっかく先駆者的な

形の中で多額の費用をかけて現在に至ってい

るのですけれども、その中身は休止というこ

とも一部あるということなのですけれども、

この方々の農家の今後についてはどのような

形で進むのか。いや、自分で投資したのだか

ら自分の考え方で行くということになるの

か、行政としてどういう指導なり、また、農

協としてどういう支援が必要なのかというよ

うなことも、どう考えているのかをちょっと

お聞きしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 恐らく、きのう

言っていたバイオガスプラントの２戸、中止

ではないです。稼働はしております。

一部ちょっと故障もしながら稼働は続けて

おります。

維持管理等につきましては、施設そのもの

が農協のほうで管理しておりますので、基本

的には現状の中では設備に伴うものについて

は個人のほうでお願いしているという状況で

あります。

今後においてどういうふうなことなのかと

いうことにつきましては、先日以来、町長が

答弁しているように、今後の将来についてど

ういうふうなプランニングをしていくのと、

地域含めてどういうふうに行っていくのとい

うことを今後、農協と生産者と協議をしなが

ら進めていきたいというふうに思っておりま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。

せっかく投資したのですから、やっぱり無

駄のないような形で進んでいっていただきた

いなという気がいたします。

それから次に、このバイオガス事業につき

ましては、私は原料が非常に重要な部分なの

だろうなという気がいたしますけれども、さ

きに木村議員でしたか、芽登地区の頭数１,

８００頭というような数字が出ていましたけ

れども、この事業につきましては成牛換算で

１,０００頭ですよということですよね。

それで１,８００頭ということなのですけ

れども、芽登地区については足寄町としては

放牧酪農を推進の町でということで進んでい

るわけでございますけれども、そこら辺の原

料について頭数と、この成牛換算の１,００

０頭との関連についてちょっと詳しくお願い

いたします。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 済みません、

１,０００頭規模の算出でありますけれど

も、この事業計画を算定するに当たって、フ

リーストール農家３戸、この方々の規模拡大

も含めながら実施していくわけなのですけれ

ども、その数字でもって頭数は計上しており

ます。



― 4―

周辺につきましては１,８４９頭あるとい

うことなのですけれども、その中では、この

間、お話ししたように、いろいろな協議を重

ねてきてこのプラントに携わる、参加すると

いうか、ここに原料を入れる農家というのは

３戸、それとこれが随時３６５日３戸の方々

からの原料が入ってきます。

しかし、場合によっては、周辺の農家含め

て緊急時に対応ということもあったりすると

思うのですけれども、その辺についてはあく

までもこれ農協のほうで管理するわけなので

すけれども、聞き取りをしてどういうふうな

形で受け入れられるか、この辺も事前に聞き

取って、いつどのタイミングで入れられる

か、この辺も含めて協議をしながらこのプラ

ンとの稼働に向けてフルパワーで動けるよう

な形でもっていかなければ、収支含めてきち

んとした稼働がいかないということもありま

すので、一応、今のように１,０００頭につ

きましては、ちょっとくどくなるのですけれ

ども、今回の事業計画の３戸含めての数字と

なっております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） １番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） そうしますと、私

ちょっと芽登地区のその３戸の農家の頭数と

いうのは全く今現在、私もちょっと把握して

いなかったのですけれども、いずれにして

も、そうすると、この事業に対しては、個々

の農家の経済の関係なのですけれども、大き

な投資をしながら進んでいくよということで

すよね。

○委員長（髙橋秀樹君） 安久津町長、答

弁。

○町長（安久津勝彦君） 参加農家の投資と

いうのは当初ではありません。

それは、農協が事業主体ですから。

農協がプラントをつくる、そして参加農家

についてはふん尿を処理してもらうわけです

から、処理料を払ってという形になります。

ただ、実際にこのプラント、事業主体は農

協さんですけれども、これ誰が運営するので

すかというのは、これは新しい会社を立ち上

げ、管理会社という部分になるというふうに

思いますけれども、そこら辺の出資割合だと

かそこら辺まではちょっと聞いていませんか

らわかりませんけれども、ひょっとしたらそ

のときには参加農家が出資金ということもあ

るかもしれませんけれども、現状ではプラン

トをつくるに当たっての生産者の投資はない

というふうに私は思っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。

心配だったのは、私、この事業ってこんな

大きな壮大な事業だよということになるか

ら、経営者の、参加する農家３戸の経営につ

いてはどうなのかなということをちょっとお

聞きしたかったのですけれども、いずれにし

ましても、そうしたら投資はないのだという

ことで。

そうすると、施設だとか何とかフリース

トール、スラリーの関係ですよね。１戸の農

家は、たしかスラリーやっているかと思うの

ですけれども、その他２戸の農家は、ではス

ラリーの体制ではないですね。そういったこ

とについては、どのような形で進むのかを

ちょっと。（発言する者あり）

わかりました。

３戸ともスラリーですよと。わかりまし

た。

それと、もう１点心配な点は、ここに計画

の中に、事業の計画の中に、消化液販売高だ

とか、それからその他処分料だとか、それか

ら利用料だとかということが収益の中に含ま

れていますよね。

そのことについては、農家については、農

家に対する負担というものはかかっていかな

いということなのか、そのことについて

ちょっとお聞きしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 先ほど、生産者の

負担はないと言いましたけれども、ゼロかと

いうと、必ずしもそうではないというふうに
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思っています。

それは何かといいますと、スラリー状であ

りますから、これを当然バイオガスプラント

側が原料を収集するわけでありますから、

ひょっとしたら何らかの生産現場において今

ある貯留施設で足りるのかどうなのか、そこ

ら辺はちょっと詳細まではわかっていません

けれども、恐らく、そこは農協と生産者の間

で整理がついているのだろうというふうに

思っております。

それから、全体の収支計画については、こ

れは農協さんがいろいろ試算もしながらやっ

ているわけでありますけれども、その中で収

入の主なものというのは当然ふん尿を収集す

るための処理料ですよね。

それから、液肥ができた場合については液

肥、これは肥料として販売をするという、そ

ういう計画になっているということでありま

す。

一番大きな収入というのは売電、フィット

に乗っかって売電する、この収入でありま

す。

これ今聞いているところでいきますと、農

協さんはかなり厳しいところで見ているなと

いうふうに思っていますけれども、先進地の

１,０００頭規模のバイオガスプラントでい

きますと、順調に稼働すれば年間８,０００

万円から９,０００万円の収入があるだろう

という、そういうふうに聞いております。農

協はきっと相当厳しく見ているかなというふ

うに思っているのですが。

ただ、先ほどから言っています、１,００

０頭規模のバイオガスプラントということで

ありますけれども、これは中心となるところ

の生産者、これは増頭計画も含めて１,００

０頭規模ということでありますから。

ただ、御案内のとおり、今牛の値段がめ

ちゃくちゃ高いですから、一気に想定されて

いる１,０００頭ということになるのかとい

うのは、これは少し時間をかけてなるのかな

という、そんな思いをしています。

ですから、用意ドンから売電収入も７,０

００万円、８,０００万円あるいは９,０００

万円という収入があるのかというと、そこは

ちょっと牛の数がちゃんとそろわないとどう

かなというちょっと心配な部分もありますけ

れども、いずれにしても、それはもうしっか

りとした計画をとって増頭計画含めて議論さ

れているというふうに思っていますから、私

は余り心配はしていないということでござい

ます。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） はい、わかりまし

た。

私は、こういう事業、せっかくこういった

大きな事業ですから、お互い農家個々もきち

んと経営がなり立っていかないと原料がなく

なってしまったら、これ大変なことになるよ

と思いますので、そこら辺は農家に対する規

模拡大も含めて私は出てくるのかなと思いま

すけれども、そういった支援策みたいなもの

がもし必要であれば十分にやっていかない

と、これなり立っていかないのかなという気

がいたしますが、その点、お願いして終わり

ます。

○委員長（髙橋秀樹君） そのほか、質疑は

ございませんか。

３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） この施設、農地転

用が必要になるような気がするのですが、そ

の辺については農業委員会と事前の協議をさ

れているのでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今、農地転用に

ついては進めております。

ただし、現状の中ではちょっと先に順番が

あって手続上はちょっと時間はかかっている

のですけれども、今、農地転用に伴う手続は

何というのかな、準備中というのと、あと振

興局のほうには事前協議という段階で取り進

めております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ３番多治見委員。
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○３番（多治見亮一君） 建設に支障なく転

用とか進めるような格好になるのでしょう

か、大丈夫でしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） この事業が着手

するまでにはきちんと許可が下りるような形

でもって進めたいと思っております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） 二つお伺いしたいの

ですけれども、この事業がうまくいくという

前提にして、管理運営のことについてちょっ

とお聞きしたいのです。

今、町長言われたように、農協が管理して

別会社をつくってやるのだということのよう

ですけれども、そのときに、私、前に一般質

問でこの種のやつの取り組みの中で成功して

いるところのやつは協同組合方式をとってい

るというお話をしたことがあるのですけれど

も、その辺のところも検討されたのか、ある

いは全くそういう必要がないのかどうかとい

うところも含めてちょっとお聞きしたいと思

いますけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 管理運営につき

ましては、農協さんといろいろと協議の中で

農協が主体とならないで運営会社を設立する

という運びで行うという話で、ほかに何か考

えられたかということについては特に聞いて

おりません。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） この前の足寄町主催

の南幌町からの経営塾もありましたよね。

このときにピュアホワイトという白いトウ

モロコシのまちおこしをやっている成功され

た方が来られて講演やっていましたけれど

も、最後に私質問したのですけれども、こう

いうまちづくりなりいろいろな集まりがあっ

たときに必ず出てくるのは我が懐がどうする

のかというところがまず先頭に出てくる人が

いると壊れてしまうという話をいっぱい聞い

ていますから、その辺はどうですか、どう

やってまとめるのですかと言ったら、それぞ

れの地域の、言葉いいかどうか正しいかわか

りません、有力者の方が出てきてくれて、そ

れで毎日のようにこうやって集まって相談で

きると、何かあれば全部相談できる、そこで

解決できるというふうに言われていたのです

ね。

だから、運営会社をつくられたときに、芽

登の農民の方がきちんと入られていて、その

中できちんと意見が言えて議論に参加できる

と、運営に参加できるというふうになってい

なければだめなのかなという思いがあったも

のですから、この辺ちょっと聞いてみただけ

です。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） この間も町長も

お話ししていた中にもあるのですけれども、

２年前ぐらいから生産者、ＪＡ、いろいろな

形の中で、役場、あと普及センターだとか、

いろいろと協議をしてきております。

３回から４回ぐらい地元協議も重ねてきて

おります。

その中でも含めていろいろなお話を、意見

を聞きながら、その結果、こういう形になっ

たということと、あともう１点は昨年、２８

年の秋にうちの地域協力隊を初めとして農協

のほうに準備室を設置して、その中で農協職

員だとか各関係者、その中では生産者の聞き

取り等を行って、協議検討等を行いながら、

この事業の計画、今後に向けての推移を含め

てお話をしていって現状の中で建設する計画

になったというふうな形でもって話も聞いて

おりますし、その中でも私のほうも加わって

いろいろな話を聞いた中で進めさせてきた結

果だと思っておりますので、今言っているよ

うに単独というか、この人たちだけで勝手に

決めたというわけではなく皆さんの話し合い

のもとでこの建設事業がなり立っていたとい

うことで感じておりますので、御理解のほど
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をよろしくお願いいたします。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） それはその方向でぜ

ひ成功させていただきたいと思いますけれど

も、液肥のことなのですけれども、先日、４

番議員が個別の施設というのでしょうか、二

つあると言いましたよね。三つあるのですよ

ね、最初はね。と思っているのですけれど

も、その三つの中のどれか私はわかりませ

ん。担当されていたというか関わっていた方

からの情報なのですけれども、本州の大学と

提携して、そこでつくられた液肥を酵素で培

養するというのでしょうか、それを今度は

今、本州に持っていって東京では、スカイツ

リーですか、あそこでも販売されているそう

ですけれども、液肥をどんどん送ってくれと

いうふうで追いつかないそうなのです。

それで、ドラム缶に入れて１０本とか２０

本とかと送ったことがあるらしいのですけれ

ども、できればその液肥を使って、液肥をそ

のまま運ぶのではなくて足寄に工場をつくっ

て、そしてその液肥で商品化できないだろう

かと、それやる人いないかという話をしてい

るらしいのです。そんなことができるのであ

れば、芽登でできる液肥も大量にできるわけ

ですよね。そんなことも具体化の方策の中に

ひとつ取り入れることはできないものだろう

かと、そういう情報って持っているのだろう

かというふうにちょっと思いましてお聞きし

たいのですけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 液肥の利用とい

う形の観点ということでの質問だと思うので

すけれども、足寄の方がその液肥をつくって

いるという、つくりたいということなので

しょうか。

○７番（田利正文君） 足寄でできた液肥を

本州に送って、そこでまた加工しているらし

いのですね。つまり、私はちょっとわかりま

せん。酵素か何かを入れて培養するのだと思

うのですけれども、それが商品化して自然栽

培の農家だとか有機栽培をやっている農家だ

とか、あるいは家庭菜園をやっている農家だ

とかというところに全国に広く今すごく売れ

ているらしいのです。それで、足寄でできる

液肥がほしいのだと言うのです。それで、何

百キロと言わないか、あのドラム缶って何ぼ

と言うのですかね。ドラム缶で何十本送って

いるとかというらしいのですけれども、その

生産が間に合わないらしいのです。

そのぐらい、できるものであれば芽登でや

るやつでそんなことも可能でないのかなと、

私は素人ですけれども、そう思ったのですけ

れども、そういうもし情報があればと思った

のです。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） そういった形の

液肥の利用については、このプラントではま

だ計画というか、何もされる予定はございま

せん。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） そういう情報は入っ

ていないですか、どこからも。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 情報としては昨

年ちらっと農業振興室のほうでそういう話は

聞いた記憶はございますけれども、それで情

報提供ということだけで終わったような気が

します。

多分、それでその消化液等何かの酵素を混

ぜ入れて何か家庭菜園の肥料だとかいろいろ

な形で使えるということで、恐らく、聞いた

情報の中では結構単価が高かったような気が

した記憶がございます。

ただし、それに伴う足寄町での利用につい

ては情報提供だけで済ませていただいた状況

です。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） 町長。

○町長（安久津勝彦君） 私のほうからもお

答えさせていただきます。

もともとこのバイオガスプラント、先日も
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申し上げましたけれども、私は足寄の地区に

とっても必要な施設だなというふうに思って

いました。いよいよこの本格的な議論という

のは、私どもの町ではバイオマス産業都市構

想というのも策定をしております。実は、農

協の組合長と、それと実はこの計画には町内

の建設業の民間の方も入っています。この会

長さんと来られて、ぜひやりたいということ

で、もしそれがやるのであれば町は最大限の

支援をしますよと。

その議論の過程の中では、一時、町がつく

るかというそんなこともありましたけれど

も、最終体には農協さんが事業主体で進むと

いうようなことであります。

ですから、先ほど申し上げた、実際のこの

プラントができ上がったときに運営会社が立

ち上がるというふうに思っていますから、こ

こには当然その会社も入ってくるのだろうと

いうふうに思っています。

きのうも星議員の質問にもありましたけれ

ども、この液肥の活用についてはこれから本

当に詳細を詰めていくということになりま

す。特に、液肥の散布については、これ農地

いつでもまけるかというとそうではありませ

ん。草地もそうですけれども、とりわけ耕

地、畑作については当然まく時期というのは

もう限られてしまうわけでありますから、こ

の液肥のどう有効活用し、どう収入につなげ

るかというのは本当に非常にこれから大きな

課題といいますか、ある意味、見方によって

は議員が提案いただいた部分も含めて、これ

はいろいろな想定、考え、取り組みができる

のかなというふうに思っています。

それらのことについては、その運営会社の

ほうでそういったことも含めて今後検討をさ

れていくことだろうというふうに思っており

ます。

なお、過程の中で情報提供を含めて、これ

は行政としても必要な協力、支援はしていき

たいというふうに思っておりますので、御理

解いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 私わからなかったも

のですから、かかわったという方に例えばと

いうことでこんなことだろうかという話を聞

いたことがあるのですね。これは白糠の会社

がやっているやつなのですね。これも酵素を

混ぜて、その液肥に酵素を混ぜてでき上がっ

たものらしいのですけれども、こういう感じ

でいいのだろうかと言ったら、まあそんなも

のだなという話をしていましたから、多分こ

んな感じだと思うのですね。

こんなことがもし大規模なのか中規模なの

かわかりませんけれども、可能ならば、今、

町長が言われたように、その運営会社の中で

議論される情報の中にひとつ入れていただき

たいなというふうに思っていますので。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

９番髙橋健一委員。

○９番（髙橋健一君） この運営会社、経営

方針にすごく興味があるのですけれども、ま

だはっきりわからないのかもしれませんけれ

ども、いわゆるその形といいますか、例え

ば、株式会社のような形になるのか、もしも

わかれば。わかりませんかね、これからです

から。もしもわかればお願いいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 組織運営の体制

についてなのですけれども、我々のほうとし

ては株式になるのかどういう形になるのか

ちょっとまだ未定でございます。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これ、先ほど、３番

議員が質問いたしましたけれども、関連でお

伺いをしたいと思います。

この土地は転用が今進んでいくのだろうと

いうことなわけなのですけれども、ここで、

これが売買で進んで、買い取りをして進んで

いくのか、それとも借り上げをして進んでい

くのか、その辺についてお伺いをしたいと思
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います。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 建設予定地に伴

う土地の購入については、売買で行うという

ふうな話で聞いております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） そこで、順調に進ん

でいくとするならば、工事はいつごろになっ

て、いつごろが運営指導に進んでいくのか、

その辺もちょっとお伺いをしたいと思いま

す。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今、国のほうに

補助金の事業申請をしております。

３月下旬ぐらいには内定を含めて出てくる

と思うのですけれども、仮に順調に物事が進

むよということになれば、４月以降の補助申

請をして、５月の連休明けに入札執行をしな

がら、５月下旬もしくは６月の頭ぐらいから

着工をして、一部、１２月ぐらいには一定程

度、本体を含めて物が入ってくるのかなと。

最終的な分についての完了は、一応平成３０

年３月を予定としております。その中で一

部、多分、試験運転等もすると思います。そ

の部分の詳細等についてはまだ明確ではない

ですけれども。

しかし、それ以降、このフィット制度に乗

るということもありますので、そうすると、

買い取り価格制度に基づく今度通産省だった

かな、申請協議、これを提出しますよと。そ

れが許可来るのが、おおむね７月ぐらいでは

ないかということで、７月以降の本格稼働、

これを見込んで今進めております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目畜産草地費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目農地費。

１２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） 道営の草地畜産基

盤整備のことでお伺いしたいと思います。

内容については、説明資料に載っているか

ら理解はしているところでございますが、と

にかくこの基盤整備というのは、足寄から外

へ出ても足寄町は特におくれをなしていると

いうことが耳にちょこちょこ入ってくるもの

ですから、私個人的にもあなたのところに何

回か行って予算等の道営事業の中で、予算が

なかなか下りないし苦慮しているから、あな

たも努力されているということも何回も聞い

た経過もあろうと思うのですけれども。

相変わらず、この基盤整備の未整備の面積

というのはなかなかつかみづらいのでしょ

う、これ。未整備の。実態はどうなの、

ちょっと。どのぐらいの。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今、委員の質問

で未整備面積がどのぐらいあるかということ

については、正直言って把握しておりませ

ん。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） １２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） わかりました。

この基盤整備だけれども、今後、足寄、当

町の農業に関しての耕地畜産も含めて最大の

私、本当に優先の課題だと思うのです。

といっても、なかなかこちらから例年どお

り申請を出してもなかなか道も道営からの補

助も少ないながらもみんな各町で出している

ところもあるわけですから、一辺倒計画を

持ってもなかなか道の補助の認可してくれな

いつらいところもあるのですけれども、この

基盤整備のこれからの一応、何というか内

容、このような整備の方法で進めたいという

計画があったらちょっとお示ししていただけ

ればと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 今後においての

土地基盤整備事業の関係につきましては、本

２９年度の予算の中でも一部計上させても

らっているのですけれども、平成３０年度に
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向けて、予算書の１３３ページの委託料、調

査設計業務、足寄地区計画自立調査業務２７

万円ということで一応計上させていただいて

いるのですけれども、この予算、業務委託の

内容というのは、平成３０年に新規採択を本

町のほうで計画しているものがあります。

それは、畑総事業といいまして、現在のと

ころの部分でいきますと、暗渠排水だとか層

圧調整だとか簡易整地だとか、そういった面

工事、これに伴う整備を行うということで事

業計画を道もしくは農政のほうに申請するた

めの前準備です。これの調査を今回して、そ

れに基づいて平成３０年度、畑総足寄地区と

いう事業を樹立して執行していきたいという

ふうな考えで持っております。

実は、この部分でいきますと、もう既に２

月の末ぐらいから参加受益農家の方との意見

聴取だとか進めております。

どこにどのようなことをやるのか、どうい

うふうに事業を行っていくのかという形の中

で今現在、振興局の計画のほうと準備を進め

ております。

ただし、本当に先ほど井脇議員がお話しし

たように、国も道も財政のほうが相当厳しい

ということもありますので、その辺について

は本町も、何せ基盤整備おくれているよとい

う話をさせていただきながら、本地区の採択

樹立に向けていろいろな要望もしております

し。

ただし、本町も過去には平成１６年から平

成２１年といろいろな道営事業を入れており

ます。その中でも暗渠排水等をやっておりま

す。ただし、当時、素焼き土管という暗渠の

材質、これについては８年ぐらいが耐用年数

ではないかというふうに推移されておりまし

て、なかなか配水機能が低下してくるという

こともあって、素焼き土管の昔、要は１０年

前に入れたところの部分の圃場も今回取り入

れながら進めていきたいなというふうな計画

で進めておりますので、御理解のほどをよろ

しくお願いいたします。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はご

ざいませんか。

１番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） １３３ページの節の

２１番ですけれども、畜産振興基金の貸付金

ということでありますけれども、この内訳を

ちょっとお願いします。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 畜産振興基金の

内訳についてなのですけれども、これについ

ては、新年度、２９年度要求するのに当たっ

て農協のほうと調整を図りながら２９年度は

どのぐらいの貸し付け見込みがあるかという

ことを調査して、意見を聞いて、その上で１

億円という数字が上がっております。これも

総合計画上、２９年度から３年間ですか、１

億円ということで総合計画上も計画しており

ます。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） 熊澤委員、大変申

しわけございません。

もうそれ４目で過ぎてしまいましたので、

今５目。総括のほうでお願いをいたします。

申しわけございません。

５目農地費、ほかに質疑はございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目農地流動化推

進事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ７目営農用水道等

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ８目町民センター

運営費。

８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 町民センター運営費

のところでございますが、町民センターの改

修事業について伺います。

昨年は、足寄町も大型の台風で大変な被害

を受けたわけでございますけれども、私も３

日間ほど小学校へお世話になって地域の皆さ
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んとともに、たしか３日間ぐらいお世話に

なって、足寄町へ移り住んでからは２度目の

被災、移り住んで２回目の避難生活を体験い

たしました。

そうした中で、今回の町民センターでござ

いますけれども、町民センターは数少ない大

きな部屋というかホールを持った、数少ない

公共施設の一つでございますが、そして、今

回３年間で３億円という大きな予算が計上さ

れ改修するわけでございますけれども、今回

この避難場所としての多目的ホールを、避難

場所、施設全体、町民センター全体だと思い

ますけれども、避難場所としても考えはない

のか伺います。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

町民センターの避難所ということでござい

ますけれども、現在も避難所としては指定し

ております。ただ、水害に関しましては、あ

そこも浸水地域になっておりますので、水害

の際には避難所としては開設されませんが、

他の災害の場合においては、地震とか、そう

いった場合には想定されておりまして、避難

所として指定されているところでございま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 避難場所として指定

されておりましたか。

それで、今回、この予算の中に避難場所と

して指定されているのであれば、例えば、

シャワーの施設なんかを、何日も、三日や四

日ではなくて一週間も十日間もということも

あり得るので、そういう敷設することはでき

ないのか伺います。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

改修工事でございまして、限られたスペー

スの中で図書館機能を充実させるという意味

で主目的で改修が行われます。

その中で、そういったシャワー施設までは

整備するスペースがございませんでしたの

で、シャワーの計画はございません。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 本当に一日、二日で

したらいいのですけれども、何日もというこ

とになると私も今回はうちに帰ってきてお風

呂なんかも入れたのですけれども、でも本

来、避難所に缶詰めとなると、なかなかそれ

も不可能だったのではないかなということも

体験いたしました。

そういうことで、今後そういう考え、避難

所としての完璧と言わないまでもそういうで

きるだけ避難しやすい環境づくりも今後検討

していただきたいと、今後改修のときはいつ

かわかりませんけれども、そういうことも考

慮していただきたいなということをお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 町長。

○町長（安久津勝彦君） 私のほうからお答

えをいたします。

先ほど、追加の行政報告もさせていただき

ましたけれども、公共施設のあり方というこ

とでいきますと、日常普段から必要とするも

のなのか緊急時なのかということ、これは明

確にやっていかないと、これはもうあるに超

したことはありませんけれども、それは正直

言って難しいことだろうというふうに思って

います。

ただ、現状でいきますと、総合体育館と温

水プールについてはシャワー施設がありま

す。これは、電気がとまらない限りは活用で

きますので、ですから、例えば水害なんかで

電気がなんかも大丈夫だよという場合につい

ては、しかも長期間ということであれば、そ

ういう今ある施設を活用しながらやってい

く。ところが、大きな災害でそれも使えない

ということであれば、これはもうほかの地区

でも新聞、テレビやなんかでも報道されてい

るとおり、そういうときにはもう自衛隊さん

もお願いするだとか、そういう形で対応して
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いくというのがベターではないのかなという

ふうに考えていますので、ぜひ御理解いただ

きたいなというふうに思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 小学校も本当に今回

土日だったのでよかったと思いますが、平日

ということになると、小学生にも迷惑をかけ

られないなという思いもあって、そこは長期

になると不可能ではないかなと思いました。

それから、総合体育館も皆さん大変ちょっ

と誘導、役場やみんなも誘導してくれたので

すけれども、これもこの超高齢化の中でそこ

には行けないという、誘ったり声をかけても

行けない、足のない人は行けないということ

も現実としてありました。

そういうことで、本当に町民センターなら

身近だし、みんなも歩いて来られるところで

すので、水害以外は本当にいい場所だなとい

うこともあって、そういう質問をしたわけで

ございます。

それと、もう一つなのですけれども、調理

室のことについて伺います。調理室は全部Ｉ

Ｈの調理台にかわると伺っておりますが、そ

のとおりですか。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 議員の御指摘の

とおり、調理器具につきましては安全性も含

めてありますので、ＩＨにかえたいというふ

うに思っております。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 実は、町民センター

で年１回ですけれども、７４歳以上の独居世

帯の方のためにある婦人団体がボランティア

でお弁当づくりをしています。

その弁当の数も４５０個という大きな数が

どんどんふえていくわけなのですけれども、

その団体の方たちが心配するのはＩＨですと

ＩＨの鍋でないと調理できません。対応です

ね。もちろんそれは備品として備えるので

しょうけれども、なにせ４５０個ですから大

量の炊事になるわけです。今まではガスだっ

たのでどんな大きな鍋も使うことができまし

た。そして、時間も短縮して。と言いなが

ら、朝の７時から夕方４時までを前の日と次

の日と二日間、皆さん頑張るわけでございま

すが。

そこで、このＩＨでは多分鍋が小さい関係

と、それだけの数ができないのではないかな

と思うわけです。安全であることは間違いな

いし、普段はそれでいいのですけれども、そ

ういう大量炊事の弁当づくりのときの対応策

として、ガスの五徳がそこに２個ぐらい大き

なのがありますが、それも当日下から若い職

員の方に上がってきてもらってその五徳を

引っ張り出して動かさないと、それぐらい動

かないものなのです。

そこで、その五徳の大きいのにレールをつ

けてもらう対応とか、それからその日だけで

もガスの貸しガスなのか、その日の４５０個

つくるときのその団体とも相談していただい

て、そういう対応は、ＩＨになったかわり

に、そういう対応もその日だけでもできない

ものか伺います。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育長。

○教育長（藤代和昭君） お答えいたしま

す。

町民センターについては、大別すると三つ

くらいの役割がありまして、御存知のよう

に、一つはやっぱり目玉であります図書室の

図書館化、もう一つは町民の集会的な使うも

の、もう一つは社会教育活動に資するもの

と、そういうことなのですが、その中でいろ

いろなものをそろえて時代の流行化のような

ＩＴなんかを駆使した、それに超したことは

ないのですけれども、どうしてもやっぱりス

ペースと予算の関係上、さらには先ほど来か

ら答えていますように、おっしゃっています

ように、改修ということでは限られたスペー

スということなのです。まず、そういったこ

とで限定的になるということを理解していた

だきたいなということが一つです。

それから、先ほど来、議員おっしゃってい

るとおり、一日に朝早くから来て４５０食以
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上のおいしいごちそうをつくって、私もにお

いをかいでいますけれども、提供していただ

けるという、そういう特殊活動につきまして

は、特殊なケースということですので、教育

委員会としてもその関係者とその都度前向き

な協議をして対応できる範囲内でやっていき

たいなと。

今のところ、スペース的にも予算的にもシ

ステムにでも特殊な対応をできるようなまで

は考慮をしていないということですので、御

理解をいただきたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 年に１回か２回です

から、常設ということは申し上げておりませ

んけれども、そういう高齢者のために張り

切って皆さん頑張っているわけですので、そ

ういう特殊な日だけでも前向きに対応、協議

をしていただきたいということでよろしいで

すかね。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 現在使っていま

す五徳に使うような寸胴のＩＨ対応の大型の

ものまでは準備してありますので、それをと

りあえず使ってもらいながら、もし不足であ

れば教育長が今言ったとおり、今後協議して

いきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ここで、暫時休憩

をいたします。

１１時１５分まで休憩をいたします。

午前１１時０２分 休憩

午前１１時１５分 再開

○委員長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、委員

会を再開します。

９目畜産物処理加工施設運営費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １０目多面的機能

発揮促進事業費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １４２ページ、第

２項１目林業振興費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） １４３ページの野生

鳥獣対策事業費のところについてちょっとお

聞きしたいのですけれども、大ざっぱで結構

です。

５年前わかるのなら５年前、３年前なら３

年前で結構ですけれども、これと比べて被害

状況がふえているのか減っているのか、そろ

れから、被害の作物・面積なども含めてわか

れば、ふえているか減っているかだけで結構

です。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） まず、２８年度

はまだ実績出ておりませんので、２５年、２

６年、２７年の有害鳥獣の捕獲実績につきま

しては、鹿の駆除については少しずつふえて

おります。熊についても、ヒグマの捕獲につ

いても年々ふえております。

あと、被害のほうなのですが、被害につい

ては農業被害のみの形になります。そうしま

すと、被害額については若干下降線、被害額

については、平成２５年度が１億２,４００

万円、平成２６年度は１億１,１００万円、

平成２７年度が１億２,１００万円と、２５

年度に比べたら少なくなっておりまして、被

害面積も少なくなっております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 作物別でと細かいリ

ストではありませんけれども、例えば、ビー

トですとか牧草ですとかなんかでは件数も

減っていますか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 被害の作物なの

ですけれども、てん菜と牧草、これが大きく

被害額を占めております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） よろしいですか。

ほかに、質疑はございませんか。
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４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これについて、また

関連質問になるわけなのですけれども、まず

は、生態調査、これは毎年やっているのだと

思いますけれども、どのような形で生態調査

をしているのか、その辺、お伺いをしたいと

思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 恐らく、生息調

査になってくると思うのですけれども、生息

調査については、本町は過去に若干やってい

たと思うのですけれども、現在はやっており

ません。

それで、北海道のほうが主として行ってい

るというふうにお聞きしております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これ、ある町ではド

ローンを使用し温度センサーを付けて、そし

て生態調査、それからまた捕獲調査をしてい

ると聞いております。

これで我が町も防災のために購入したド

ローン、これがきっとあると思うのですよ

ね。

それで、やはりこれ生態調査はどうなのか

ちょっとわからないけれども、捕獲をする、

たくさんあるというようなところについて

は、このドローンを使った形の中で調査をす

るということも必要でないのかなと私は考え

るわけなのですけれども、その辺についてお

伺いをしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 昨年度の補正予

算でもってドローンを購入して、まだ現物は

来ておりませんけれども、用途に対しての利

用方法としては、森林の風倒木調査等に伴う

ドローンという形で購入しておりまして、今

言っているように生態系だとかそういったも

のの調査についてはもっと高度な技術を要す

るということもお聞きしております。

木村議員のおっしゃっている話でいけば、

恐らく大樹町がこの実証実験にことしから２

カ年で行うというふうな話も聞いておりま

す。

そういうふうな情報の中で、できれば

ちょっと一瞬でもいいから足寄町のほうにも

協力していただけないかということが言える

か言えないか、これちょっと大樹町との調整

も図りながらやらないとだめだと思うのです

けれども、そういった機会があれば、協力し

ていってどんなものなのかという、試験的に

こういうものだよのがやっぱり、うちらが出

向いて行くべきかもしれませんけれども、そ

ういったことでの利活用方法ということでど

うなのかなというふうには感じておるのと、

今ドローンについては本当に町有林もしくは

民有林も含めて全体的に見渡せるドローンの

機能ということで考えておりますので、御理

解のほどをよろしくお願いいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これについては、た

だいま大樹町のほうへ出向いていってという

ような話も今ちょこっと聞いたわけなのだけ

れども、せっかく足寄町でこれ２台買うわけ

なのだから、あるわけなのだよね。

そうすると、森林のほうにも使う、そして

また、この鹿の被害のためにも使う、そして

また、水害だとかそういうことがあったとき

にも使うということでどうなのかなと今聞い

たわけなのだけれども、その辺についてお伺

いしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） いろいろと、い

ろいろなことをお話ししたのですけれども、

今後ドローンの利活用を含めて、林業を中心

として幅広い形の中で利用できるように検討

をしていきたいと思っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １０番星委員。

○１０番（星 孝道君） 同じく、野生鳥獣

の対策についてお伺いいたします。

シカやヒグマの実績頭数を今お聞きいたし

ましたが、この中でカラスの駆除については

実績としてどのくらいあるのでしょうか。
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○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） カラス単独では

ちょっと拾っておりません。

キジバトとカラスで被害実績としては、２

７年度は１５６羽が駆除されております。

２６年度は３０６羽という実績となってお

ります。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １０番星委員。

○１０番（星 孝道君） 私、ある畜産農家

からカラスの被害が年々増大しているのだ

と、この駆除を何とか手を打ってくれないか

という声を聞いております。

また、畜産農家の中でも搾乳農家はもっと

切実な被害を訴えております。というのは、

パドックに放している乳牛、分娩前後を中心

に近いものが乳房をつつかれてしまうと。そ

して、中には、これを発見するのが時間を要

した場合、廃用せざるを得ないような重篤な

環境も出てきているというふうに伺っており

ます。従来からサイベージの被覆の被害はま

すます多くなってきていると。こういった状

況の中で、何とかカラスを処理してほしいと

いう切実な声を聞いておりまして。

そこで、お尋ねしたいのですが、単価が５

００円ということでありますが、これ鉄砲の

弾というのは幾らするのですか。何を言わん

かとするのは、いわゆる、カラスをとるため

に、弾代の費用が高いと、これをとってくれ

る人がいないのだろうと、だから見合う報償

費を設定すべきではないかというふうに思っ

ておりますので、今後前向きに検討していた

だければと、こんなふうに思っていますが、

いかがでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） そのカラスの被

害、これについても年々ちょっと増加してい

るよということで聞いてはおりますし、畜産

農家からの苦情も含めて空砲だとかそういっ

たものを利用しながら対策は講じているので

すけれども、今全体的の観点から見て、猟友

会と今後単価だとかそういったことを協議し

ていきたいということと、そういうことで何

というのですか、捕獲単価、この見直しも含

めて猟友会と協議しながら今後検討していき

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑は。

２番榊原委員。

○２番（榊原深雪君） 星議員と同じく報償

費のことだったのですが、これは自治体に

よって違うのですか、それとも同じ価格で設

定されているものなのですか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 捕獲の報償費の

単価については、各自治体で違っているとい

うことでございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ２番榊原委員。

○２番（榊原深雪君） 現在、設定している

価格はどれぐらい前の価格なのですか。

何年ぐらいかわっていないのですか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 私が経済課に来

てからですから、もう７年ぐらい経つと思う

のですけれども、単価のほうについてはか

わっていないと思います。

ただし、ヒグマについては２９年度から単

価のほうはかえさせていただいて、今まで２

種類あったのですが、１歳未満、１歳以上だ

とか、その単価が２万円と４万円、これが一

律の４万円に改定させていただいた部分があ

ります。そのほかのエゾシカだとか狸、ハト

系統については、多分そのまま据え置きされ

ていると思います。

済みません、エゾシカとヒグマについては

平成２６年度から道の上乗せ補助ということ

で、エゾシカについては町のほうについては

６,０００円で上乗せの部分が７,５００円と

いうことで、平成２６年度から継続して今も

続けております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ２番榊原委員。

○２番（榊原深雪君） 報償費のことでは検
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討するという、先ほど、星議員の答弁でもあ

りましたから余りしつこくは言いませんけれ

ども、７年ほど前にも鉄砲打ちの方が一弾８

００円するということでお聞きしておりまし

た。それで、ペイしないのですよねと、そう

いうお話をしていたのを記憶しております。

だから、これを早急に検討していただい

て、一人でも多くの方が駆除に参加できるよ

うに早めに検討していただければいいなと

思っております。

お願いいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目林道維持管理

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目町有林管理

費、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目水源林造林事

業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １４８ページ、第

７款商工費に入ります。

第１項１目商工振興費、質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目消費者対策

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目観光費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） オンネトーのことに

ついてちょっとお聞きしたいのですけれど

も、環境の保全という問題と、それから観光

客をより誘致するということも含めて、何と

いうのだろう、湯の滝のほうから帰ってくる

舗装になりますよね、いずれね。道道でし

たっけ、あれがなると、もっとマイカーなり

バスが通っていくようになると思うのです。

そういった関係があって、環境ちょっとよく

ないのではないかという思いがありまして、

マイカーの規制とか大型バスの規制とかとい

うのは考えているのかどうかということを

ちょっとお聞きしたいのですけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

今、委員仰せのとおり、現在、町道から道

道に昇格をいただいて、北海道さんのほうで

整備に向けた趣旨検討を行っているところで

ございますが、現状といたしましては、特に

国立公園を通過するという路線のこともござ

いますので、環境関係の調査を現在北海道が

実施をしているところでございまして、いろ

いろな分野の学識の経験者の方に委員になっ

ていただいて、現在、種々多方面から道路整

備した後の環境に対する負荷等がどの程度影

響を与えるのか、それをどう回避をした中で

道路整備をするのかということを今検討して

いるところでございますので、町としても当

然、教育委員会からの御意見もいただいてお

りますし、町としてはその辺の状況の情報を

いただきながら、環境に配慮した道路整備と

いうものを進めていただければというふうに

考えておりますし、当然、事業主体でありま

す北海道のほうで、今言った観光バス等々の

規制ももし必要とあらば何らかの規制はとら

れるのだろうというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思いま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 勝手な話で申しわけ

ありませんけれども、温泉のところから湯の

滝の駐車場のところまでの道路、あそこも直

すなんてことがあり得るのでしょうか。

もう少し広くするというのは。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

その区間につきましては、国立公園の一種

の規制の区間でございまして、現状４メー
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ター弱ぐらいの幅員で、町としては避難路の

関係、それから観光面の関係もございますの

で、何とか増幅をというお願いも環境省を含

めてしている経過はあるのですが、今説明し

たとおり、一種の規制があるということで、

環境省のほうから現状以上の増幅は認められ

ないという回答が来ておりますので、一部、

大型車が交差できるような退避スペースとい

うのですか、そういうものの整備はいいです

よと、そういう回答はいただいておりますの

で、そういう範囲の中での整備になってくる

のかなというふうに考えております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） もう１点なのですけ

れども、峠の茶屋というのは所有権はどこに

あるのですか。町のほうですか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 建物については

町のほうで管理しております。所有しており

ます。

底地は林野庁、要は営林署というか旧営林

署のほうで土地の所有は持っております。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） そこのトイレのこと

なのですけれども、トイレが余りにもよろし

くないという話も伺っているのですが、その

場合の改修なんていうのはどこがやるので

しょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 既存のトイレだ

と思うのですけれども、そこのトイレについ

ては一昨年含めて一部改修、直しておりま

す。２７年と２８年でその周辺含めてトイレ

も改修しております。つけ加えるのであれ

ば、現在、阿寒国立公園を周辺としてこの一

体的に環境省のほうで整備をしようというこ

とで、要は満喫プロジェクトということを今

計画しております。今策定中です。その中で

も、オンネトー周辺のあの施設の今後に向け

てどうするかで、先ほど、阿部課長が言って

いたように、道路の部分、ここについては阿

寒国立公園の管理運営計画、これが今見直し

をされます。

その中で、きちんと各関係機関と協議をし

ながら進める計画になっておりますので、そ

の辺も含めて御理解のほどをよろしくお願い

いたします。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １５４ページ、第

８款土木費に入ります。

第１項１目土木総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目地籍調査費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １５６ページ、第

２項１目道路維持費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） 今、土木費の道路維

持費でいいですね。

西町の歩道のことについて以前に一般質問

したときに、こういう答弁をいただいたので

すけれども、下水道工事のときに一緒に歩道

もきちんとやりますというふうに答弁を受け

ていたのですけれども、今やられた後を見ま

すと、言葉悪いですけれども、雑なのですよ

ね。

それから、歩道に必ずこういう四角います

があったりマンホールがあったりしますよ

ね。

そこのところ、ちゃんと例えば、車が走っ

て歩いてもがっと引っかからないようにとい

うか、あるいはお年寄りが足を引っかけない

ようにというふうにフラットにきちんと整備

されていないのですよ。なぜあんなふうに。

もう少し、どうせやるならきちんとやっても

らえないのかなという思いがあるのですけれ

ども、その辺どうなのでしょうかね。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。
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今、委員仰せのとおり、西町の下水道工事

の復旧工にあわせて車道もしくは歩道の舗装

面の復旧作業実施をしているところでござい

ますけれども、施工業者含めてできるだけと

いうかフラットに身障者の方が車椅子等で通

行されても支障にないような形の施工という

ものを進めているわけですけれども、委員御

指摘のとおりのような箇所があるとすれば、

早急に現地の確認をして何らかの対応をとっ

ていきたいなというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思いま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 申しわけないのです

けれども、課長、本当に歩道をこう、舗装さ

れたところを一回歩いてみてください。でこ

でこだし、そういうでっぱりのところはきち

んとなっていません、本当に。だから、前に

私に言われたときみたいに、高齢者の方がフ

クハラまで買い物に行くときに、歩きにくい

のだと言われたやつを今やっていただいてい

るのだけれども、それがそういうふうになっ

ていないとちょっと残念なのですよね。

ぜひちょっと見て直せるものなら直してほ

しいし、今度やるところについてはきちんと

業者の方に本当にフラットにしていただきた

いというふうに思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番孝道委員。

○８番（高道洋子君） 道路維持費というふ

うになるのかどうかわからないのですけれど

も、古い家の玄関前の例えば駐車場のスペー

スのところに大きな直径１メートルぐらいの

マンホールが上のほうにありまして、それを

よけてそのうちにとまるのですけれども、雪

の日もその除雪すごく不便だし、そういうの

は１、２カ所知っているのですけれども、そ

ういう調査とかそれはこれから修正できるも

のなのか。大変不便なのですよね、車を回す

ときにぶつけたりとか。そういう古いマン

ホールというのですか。

お願いします。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

私ども、道路の維持の関係につきまして

は、所管の車両室のほうで対応をしているわ

けでございますけれども、できるだけ回数を

重ねて道路等のパトロールも実施をしている

ところでございますけれども、どうしても路

線数も多いということもあって、なかなか一

個一個のそういうますの状況までなかなか掌

握し切れていないというのが実態でございま

すので。

特に、今委員のおっしゃったとおりの現象

があれば、遠慮なく、車両室のほうでも結構

ですし、建設課の私のほうでも結構でござい

ますので、連絡をいただければ現地の状況調

査をさせていただいて、ちょっと言い方語弊

あるかもしれませんけれども、簡単にますを

上から切ってしまって下げることが可能なま

すなのか、それとも本当に下まで入れかえを

しないとますの高さの調整ができないものな

のか、その辺も含めて調査をさせていただい

て適切に対応をしていきたいというふうに考

えておりますので、御理解いただければとい

うふうに思っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目道路管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目土木車両管理

費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） １５９ページの除雪

トラックですけれども、以前購入したものと

同じものでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

実は、平成２８年度、除雪のダンプと、今

回予算を計上させていただいております、い
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わゆる除雪の専用車と、２台要望をしたとこ

ろ、ダンプの分の予算しか配当がなかったも

のですから、今回２９年度につきましては除

雪に特化した専用車１０トン級でございます

けれども、これの要望をさせていただている

ということでございますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 済みません、ちょっ

と理解不足なのですけれども、前回のときの

説明資料についていた除雪トラックのやつが

ありましたよね。

あれと同じ型なのかなという思いがあるの

ですけれども、どうでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） 申しわけありま

せん。

同じものでございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目臨時地方道整

備事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目道路新設改良

費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項１目河川総

務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目河川維持費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項１目都市計

画総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目土地区画整理

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目下水道費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目公園管理費、

質疑はございませか。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） 公園管理費だと思う

のですけれども、郵便局のところからずっと

行って金森踏切のところに出る道路がありま

すよね。一番最後のところ左側に小さな公園

があるのですけれども、あそこにベンチ二つ

置いてあります。あのベンチで、冬に上から

子どもがそり滑りをしてベンチの下に潜り込

んでけがをしたという事例があったのだそう

ですね。何とか対応できないのかいと担当者

のほうにお聞きしたら、いろいろ考えたのだ

けれどもないのだよねと言うのですね。

だから、鉄の絡みというのですか、ぴっと

とめてもらうような感じでもいいから中に潜

り込まないようにしておいてもらったほうが

いいのではないかという思いがあるのです

が、その辺はどうでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

当該箇所のベンチの周辺については、一昨

年から冬期間、ベンチを囲うような形で対応

をして安全管理に努めているところでござい

ますので、御理解いただきたいというふうに

思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） その事故があってか

ら、マットか何か巻いてあるのです。すごい

みったくないですよ、どう見たってね。やっ

ぱりあれは、ちょっとした金網をちょっと張

ればいいのではないかと思うのです。中にす

べり込まないように。そういうふうに素人は

思うのですけれども。素人的には。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

現在、先ほど答弁したような形でベンチを

囲うような形で対応をさせていただいている

わけですけれども、私どもとしてはそれで十

分なのかなというふうに思っておりますけれ

ども、あえてもう少しということであれば、
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再度もう少し何か違った方法があるのか種々

検討をして安全になるような対応をとってい

きたいというふうに思っておりますので、御

理解いただきたいというふうに思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目公園事業費。

１２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） ちょっとこの中

で、説明資料に載っているのですけれども、

このふわふわドームというの、何となく想像

はつくのですけれども、この目玉、遊具とし

てのお山の遊具というのは、これどのような

ものなのですかね。目玉というほどの遊具な

のですかね。まず、簡単にですけれども説明

資料を見たらそういうふうに載っているもの

ですから。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君） 御説明をいたし

ます。

お山の遊具でございますけれども、簡単に

といいますか、わかりやすく言いますと、現

在の球場のレフト側に土盛りがされているわ

けですけれども、その土盛りとほぼ同じ程度

の高さまで、大体幅としては５０メーターぐ

らい、奥行きとしては３０メーターぐらい、

そして高さが平均でいくと２メーターないし

２メーター５０ぐらいの土盛りをして、その

土盛りの中に例えばトンネルみたいなものを

設置をしたり、あるいは盛った法面を利用し

て１８メーター程度ぐらいの幅で滑り台をつ

くったり、あるいはまた違ったほうの斜面に

ネットを張って登ったり下りたりするよう

な、そういう総合的な遊具といいますか、そ

ういうものを整備をしたいなというふうに考

えております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） この公園のなぜそ

ういうことを聞いたかということは、あのふ

わふわドームにも言えることなのですけれど

も、これ全国的に今遊具施設というのは、む

しろ撤去している傾向にあるのです。

というのはなぜかといったら、やっぱり安

全性だとか維持管理だとかメンテナンスのこ

とまでを考えると、非常に事故が発生したと

きには行政側の責任を問われるという。私の

知人にも小樽で今やっているの全部撤去して

いっています。例えば、シーソーそのもので

も撤去していきます。もう古くなってくる

し、入れかえというのは金額も大きいし、そ

れからとにかく過失がどっちにあるかなんて

いうのがもう一方的に行政が弱い立場に立た

されるということで。だから、撤去している

ときも国の補助をいただきながら長寿命化の

中にこれを取りつけているのでしょうけれど

も。

やはり、勿論、安全性というのは考えた設

置だとは思うのですけれども、その辺は十分

協議されましたでしょうかね。例えば、ふわ

ふわドームにしても何でも耐用年数的なこと

も含めてどうなのですかね、その辺。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

確かに、今、委員おっしゃるとおり、公園

の遊具につきましては何か事故等があれば当

然国のほうから道を通じて市町村のほうに、

どこどこでこういう事故があったよという報

告もまいりますし、当然その事故に伴う遊具

の安全性のより確保ということで遊具自体の

規格等の規制も年々厳しくなってきていると

いうことで、確かに、全国の自治体さんの遊

具等も傾向としてはやはりその辺の安全管理

の確保等を考えていくと、常に新しい基準に

沿った遊具を更新すると、これはもう当然、

費用的にも考えると、これも無理な話という

こともありますので、どちらかというと遊具

の縮小という傾向が確かに強いのかなという

ものは私も感じているところでございます。

本町におきましても、小さな公園を含めて

相当数の公園を有しておりまして、それら公

園の遊具等につきましては、これはもう相当
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前から毎年のように遊具等の点検も進めてお

りますし、その点検の結果に基づいて現在は

公園の長寿命化計画も立てさせていただい

て、その中で危険遊具の撤去ですとか、ある

いは部分的に修繕することによって安定安全

が確保できるものについてはそういう形で修

繕をして使用しているというのが実態でござ

います。

今回の里見が丘の再整備に当たっても、

やっぱり町内いろいろな団体の方にお集まり

をいただいて、御案内のとおり検討委員会を

開催をして、その中でどういう里見が丘公園

の再整備が必要なのかということで数年かけ

て議論をいただいた結果、やはり里見が丘公

園についてはやっぱり全国に誇れるような総

合公園というふうにも私個人も自負をしてお

りますし、小さなお子様から高齢者の方まで

一堂に会して遊べるような、そういう遊具施

設が必要だという、そういう御意見、御提案

もいただいた経過もございますので、その中

から一番子供たちが喜んで安全性にもすぐれ

ているふわふわドームの導入、あるいは、先

ほど質問にございました、お山の遊具等の遊

具を本当に必要最小限導入をして安全に配慮

して、なおかつ多くの方に利用いただけるよ

うな遊具広場をつくっていこうと、そういう

コンセプトの中で今回再整備を進めておりま

すので、そういう趣旨だということで御理解

をいただければというふうに思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） １２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） 公園のこの修繕事

業という中で、北星公園のフェンスの更新、

また、施設等の修繕、これは管理上やむを得

ないことだと思うのです。

公園等の遊具というところに触れるのです

けれども、ここは北星の場合は新しい遊具を

導入というのは考えておられるのですかね。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

今、御質問の部分については、あくまでも

既存遊具の修繕ということでございますの

で、２９年度の予算につきましては新たな遊

具を更新するということではなくて、あくま

でも既存の遊具の修繕ということで計上させ

ていただいていますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

なお、この修繕関係につきましては、２９

年度で終了するわけではございませんので、

３０年度以降については場合によっては新た

な遊具の更新ということも想定をしてござい

ますので、御理解をいただければというふう

に思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目中心市街地活

性化推進費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５項１目住宅管

理費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） 下愛冠団地の塗装の

件ですけれども、もう２棟塗られていますけ

れども、２棟とも色が違うのですよね。

それで、色はいいと思うのですけれども、

色を塗るときのどの色にするかというのは自

治会の意見が反映されているとか、あるいは

住んでいる方の意見が反映されているとか、

アンケートを取っているとかいうようなこと

があって、ああいう色になったのかというの

をちょっとお聞きしたいのですけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） 既存の色で再塗

装していっておりますが、色が違うという御

指摘もございましたが、ペンキの配合等で近

隣色、近い色には近づけられたけれども、完

璧な統一感は持てなかったということになっ

てしまったのかと思っております。

ただ、まちまちの色で、住んでいる方が希

望があるから色がかわってしまうとか、そう

いうことにもなかなか団地の統一感ですと
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か、そういうこともございますので、既存色

でということで進めているところでございま

すので、御理解いただきたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 通って見ると色が違

うのですね。

わざと色をかえたのだなと思って見ていた

のですけれども、違うのですね、それでは

ね。既存色に合わせているというわけです

ね。

それで、もう一つ、２階建てがありますよ

ね、一番奥に。あそこも塗りかえるのでしょ

うか。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、副町長。

○副町長（渡辺俊一君） 公営住宅ですとか

公共施設も含めてそうなのですけれども、今

後、長寿命化ということで外壁塗装ですとか

屋根だとか、屋根の塗装だとか、順次塗りか

えていくと。

一定の年数が来たら、その状況にもよりま

すけれども、塗りかえていくことによって長

く使えていくことができるということで、順

次計画的に塗りかえをしていきたいと考えて

おります。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目住宅建設費、

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ここで、暫時休憩

をいたします。

昼食のため１時まで休憩をいたします。

午前１１時５９分 休憩

午後 １時００分 再開

○委員長（髙橋秀樹君） それでは、休憩を

閉じ、委員会を再開いたします。

先ほど、田利委員の質問に対して訂正があ

るということですので、総務課長、答弁をい

たします。

○総務課長（大野雅司君） 午前中の田利議

員の公営住宅の質問の答弁におきまして、誤

りがございました。

大変申しわけございませんでした。この場

で訂正をさせていただきたいと思います。

誤りましたのは、下愛冠団地の外壁の塗装

の色でございますが、５棟ございまして、色

については違う色で再塗装していっておりま

す。違う色で塗装している理由は、たくさん

の棟が隣立しているために入居者ですとか来

訪者がより区別がしやすいようにということ

で色をかえているところでございますので、

御理解のほどをよろしくお願いいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） それでは、１７０

ページ、第９款消防費に入ります。

第１項１目消防費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目水防費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目災害対策費。

３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） １３節委託料の防

災計画等改訂業務なのですが、改訂の骨子、

それからいつまでに策定されるのか、それか

ら防災計画は特殊なものだと思いますのでど

のようなコンサルに委託するのか、指名競争

となるのか随意契約となるのかをお伺いした

いと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 暫時休憩をいたし

ます。

午後 １時０２分 休憩

午後 １時０３分 再開

○委員長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、委員

会を再開いたします。

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） 大変お時間をい

ただきまして申しわけございませんでした。

防災計画改訂等業務でございますが、まず

内容といたしましては、防災計画の改訂、職

員初動マニュアルの作成、避難勧告等判断伝

達マニュアルの作成、避難所設置運営マニュ

アルの作成等でございまして、期間といたし

ましては年度いっぱい、平成３０年３月まで
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１年かけてというふうに、期間は年度末まで

考えております。

業者の選考でございますが、競走入札とい

うふうに考えてございます。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） コンサルなのです

が、道内、管内なのでしょうか。道内という

か、どのようなコンサル。特殊だと思うので

すが、どこら辺にいらっしゃるコンサルさん

なのでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

全国規模の会社の北海道支社と、札幌に支

店のある札幌支社と事前の下協議といいます

か、問い合わせ等はさせていただいておりま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） はい、わかりまし

た。

去年の災害に対する対応だとか、その辺が

今回のこの改訂に反映されるものと思うので

すが、各部署での経験というか反省というの

か検証をされたと思うのですけれども、その

辺はどうでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えをいたし

ます。

各部署、各職員等からも意見の徴集を細か

くいただきまして、集めまして、それらの声

を集約して次期防災計画には必要な部分につ

いては盛り込んでいきたいと考えておりま

す。

集約は昨年の秋に行っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） 先ほど、マニュア

ルをつくりますよと言ったのですが、それは

対応する部署で時系列で整理した防災行動計

画、タイムラインという、そういうようなこ

とで捉えてよろしいのでしょうか。

そういうのをつくるということでよろしい

ですか。

○委員長（髙橋秀樹君） 総務課長。

○総務課長（大野雅司君） 初動マニュアル

ですので、どういったときにどういった対応

をするか、まずどういった動きをしなければ

ならないかということが当然時系列的にもわ

かるものだと考えております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ３番多治見委員。

○３番（多治見亮一君） 今回の今現在の防

災計画等になると、その辺がちょっとかなり

抜けているのだというふうに思っていますの

で。

それから、夏季・冬季でやっぱり違ってく

るのだと思います。動ける車両も違ってく

る。夏だとトラックが動けるけれど、除雪つ

けちゃうとすぐに対応できないとかというふ

うにあると思いますから、その辺も踏まえた

夏季と冬季に分ける。それから、水害、地

震、火災、それから大規模火災、火山です

か、そういうような個別案件だとか規模でも

対応できるようなタイムラインをつくってい

ただかないと多分実際に起きたときに対応で

きないのだというふうに思うのです。その辺

を考慮して、今回の防災計画を改定していた

だければなというふうに、要望なのですが、

思っていますので、よろしくお願いします。

それから、ことしもなければよろしいので

すが、また夏になって大雨の時期に来たとき

に去年の反省を踏まえてできるだけ完全では

ないかもしれないですけれども、仮でもいい

ですから、タイムラインをつくって対応でき

るように準備していただければなというふう

に思います。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はご

ざいませんか。

９番髙橋健一委員。

○９番（髙橋健一君） 済みません、はるに

れ団地についてちょっと御質問というかお願
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いがあるのですけれども、このはるにれ団

地、今１１件ぐらい入る予定なのですよね。

○委員長（髙橋秀樹君） 髙橋健一議員、済

みません。今、３目の災害対策費です。

よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １７６ページ、第

１０款教育費に入ります。

第１項１目教育委員会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目事務局費。

８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 足寄町学習塾運営経

費ということで３,０００万円を超える負担

金が計上されておりますけれども、ことしで

ちょうど１年を学習塾も全国からいろいろな

注目を浴びながら１年間を迎えることになり

ました。

そこで、その現状と、昨年は６０人ぐらい

だったと聞いておりますが、ことしはどうい

う見込み、もう決定したのか、そこら辺の、

また成果ですね、３年生が就職率、進学率と

か、もしわかれば現状を教えていただきたい

と思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 御質問ですが、

これは指定管理者制度でことしで１年半目

と、そして最終年度になりますので、指定管

理経費についてはこの金額で３年間計上させ

ていただいて、御審議をいただいたところで

ございますので、まず経費についてはそうい

う形の計上になっております。

次に、受講者の関係でございますが、議員

御指摘のとおり、ことしはまだ６５名程度と

いうふうに動いておりますし、特に３年生が

少なかったということもありまして、新年度

に向けましては今のところ事前の調査でござ

いますが、希望者が多くなるということでお

聞きしております。

実際の確定につきましては、入学式が４月

８日に行われますので、その後、聞き取りを

しながら対応をしていきたいというふうに塾

のほうからお聞きしております。

ただ、ふえるということも想定されること

で、塾のほうでは講師の増員等も考えて対応

していきたいというふうに思っているという

ふうにお聞きしております。

また、成果につきましては、なかなか難し

いもので、一様に国立大学にたくさん受かっ

たから成果が高くなるかということになるか

というのはなかなか難しいと思いますので、

ことしについても国立大学受かっている方も

いらっしゃいますが、今後、成果については

徐々にあらわれてくるのかなというふうに

思っております。

ただ、塾に通いたいということで足寄高校

に進学される方がふえてきているというのは

事実でございますので、一方では入学者がふ

えるということの成果はあるのかなというふ

うに考えているところでございます。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 成果については、本

当にすぐぱっと出るものでもないし、高い成

果の目標を掲げて出発しておりますので、

きっと５年、６年経ちましたら成果が出てく

るのではないかなと思うわけです。

去年は３年生が少なかったということで、

ことしは１年生が大変多いということも聞い

ておりますが、今の現在の現状６０名からも

し何十名もふえた場合、果たしてあそこのス

ペースで収容できるのかどうかという心配が

ありますけれども、そこら辺の検討はなされ

ているのでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 塾のほうでもい

ろいろと考えていらっしゃいまして、まず施

設を拡大すると、拡充するということにはな

らないようですので、現在行っている回数を

見直しながら２、３年生については２回、例

えば、１年生は１回とかという形で塾で講習

を行いたいと。

ただ、自主学習で来られる分については、



― 25―

全て受け入れ対応しますよということですの

で、そのブースの関係等については数に限り

がありますので、その中で対応するものは回

数を減らすということで。ただ、皆さんが集

まって学習する部分には来ていただいて、個

別にもし相談があれば十分に対応するような

体制については行っていきたいということ

で、従前と同じような中身で極力進めたいと

いうふうにお聞きしているところでございま

す。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

１番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） それでは、１７９

ページの１９節の関係で質問したいと思いま

す。

現在、足寄高校の入学で町外からの入学で

すけれども、実質二つの件でお伺いをいたし

ます。

現在、下宿先についてはびびっと等で対応

をしていただいているわけでございますけれ

ども、足寄町ことしは本当に別な町村にない

支援策のおかげで入学者も６０名となったと

聞いておりますけれども、それに対して下

宿、現在びびっとでは満員でしたか、そうい

う形で聞いておりますけれども、今後も来年

に向けて対応の人数が心配なのかなという考

えはありますけれども、これらについてお聞

きをしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

今年度、新たに町外から足寄高に入学をす

るという希望者の方がたくさんおりまして、

現状、多目的交流施設ということで１２部屋

を確保をしておりました。予約も含めて女

子、女性の部屋１個しか空いていないという

現状で、もうほぼ満杯の状況ということであ

ります。

そうしますと、今入っている方は今度２年

生になる子供さんが二人、三人ですね。

１名は急遽この長屋に入れていたのですけ

れども、基本的には移ってもらったと。１名

だけは長屋にどうしても移りたくないという

ことで、まだ長屋で生活していただいている

のですけれども、やっぱり３年間は下宿にい

るという想定でなければいけないということ

ですから。

今後も教育委員会とも相談をしながら６月

議会までには今後の方向を示して議会にも相

談させてもらいたいということで考えており

ます。

何もしないということにはならないだろう

というふうに思っていますので、少し時間を

いただいて、６月議会までに明確な方向づけ

を示していきたいというふうに思っています

ので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目生涯学習研究

所費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目スクールバス

管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目国際交流推進

費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １８２ページ、第

２項１目学校管理費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） ７番。

説明書の８９ページにもあるのですが、あ

るというか載っていないのですけれども、大

誉地小学校のグラウンドの石の除去というの

でしょうかね、それについて。

まず、それだけ。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。

○教育次長（寺地 優君） 大誉地小学校の

グラウンドの石の除去については、別に特別

予算を持つというふうに考えておりませんの

で公務補さん等に御協力をいただきながら進
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めるという形になるのかなと考えておりま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 前に行ったときに、

拳大の石がごろごろしているのですね。

あれはちょっとかわいそうだなという思い

がありまして、それこそ、何だっけな、石を

よける機械を前に買いましたよね。

あれを使うってできないのかななんて簡単

に思ったりしたものですから、何とかいい方

法ないかなというのが一つです。

それから、それ今言われたのでわかりまし

たけれども、芽登小学校の立ち木の伐採、そ

れから螺湾小学校のグラウンドの水たまりで

すね。

それらについても今は当面手はつけないと

いうことでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 今回、立ち木の

関係等につきましては、ことしについては強

風によって倒れた分については緊急的に対応

させていただきましたが、現状を確認した結

果、まだ危険な部分がある部分については予

算計上をさせていただいて、それぞれ大誉地

小学校、螺湾小学校等々については行う予定

でございます。

また、ＰＴＡ等の御協力をいただける学校

もございまして、そこにつきましてはＰＴＡ

の御協力をいただきながら芽登小学校さん、

足寄小学校さんのほうでは行っていただける

ということですので、状況によっては異なる

かもしれませんが、今のところはその２校に

ついては特別予算は組んでおりません。

また、螺湾小学校のグラウンドの排水につ

いては、排水ポンプを購入していただいて対

応することにしてほしいという御要望がござ

いましたので、備品で排水ポンプを購入させ

ていただいて、螺湾小学校さんには配付した

いというふうに考えているところでございま

す。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目学校教育費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目学校建設費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １８８ページ、第

３項１目学校管理費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目学校教育費。

７番田利委員。

○７番（田利正文君） １９３ページなので

すけれども、扶助費です。

準要保護生徒就学援助費のところですけれ

ども、生活保護法の基準が切り下げたことに

より、受けることができなくなったという生

徒は出ていないのでしょうか。

就学援助を受けるときの基準に、生活保護

の基準が下がりましたので、対象外になって

漏れるということがないだろうかと、そうい

う人が出ていないだろうかということなので

すけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） お答えいたしま

す。

本町の場合、就学支援援助支給事務取扱要

項ということで基準を一応まとめさせていた

だいております。

その中には、例えば、児童扶養手当を受け

ている方だとか町民税が免除になったり、例

えば、国民年金の料金が減免されたりする方

ということで当然載っておりますし、それ以

外につきましては、所得の部分で前年度所得

によってその税金が確定したとき含めて、そ

の中から社会保険料等を引いて算定すること

になっておりまして、その基準は本町の現在

も変えておりませんので、準要保護について

はそのまま適用になるのかなと思っていま

す。

委員指摘の要保護の部分から漏れた場合と

いうことでございますので、準要保護の対応
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になるのかなと思いますが、その個々の実態

によってかわるかなと思いますけれども、基

本的には要保護を受けるだけの生活状況でご

ざいますので、その基準から漏れて要保護か

ら漏れた場合は準要保護の今言った就学支援

援助の認定の対象になるのではないかと考え

ておりますが、具体例によってはちょっと異

なるかもしれませんので、御理解いただきた

いと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） はみ出される子供は

出ないというふうに理解していいのですか。

単純に。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 支給されるとい

うふうに思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 入学準備金について

は、多くのところが６月とか７月に支給され

るとかという話を聞いているのですけれど

も、足寄の場合どうなっているのでしょう

か。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。

○教育長（藤代和昭君） 入学準備金、いわ

ゆる新入学の小学校１年生、中学校１年生に

対しての学用品の準備というあれなのですよ

ね。

今までだったら、大体小学校で２万円くら

い、中学校でも２万１,０００円くらいで、

２９年度からそれが４万円くらいに上がるの

ですが、これには絶対的な必要かつ十分な条

件が必要なわけで、その一つが在籍している

ということですね。

４月１日現在で在籍をしていると、足寄の

公立の小中学校に在籍をしている。

それから、前年度の所得ということですよ

ね。

これもやっぱり足寄の絶対条件ということ

で、前年度の所得については大体５月の末く

らいまでには町のほうで確定するそうですか

ら、それに基づいて、今までは大体そういう

準要保護の家庭なんかについては前期は９

月、後期は３月に支給していたのです。

つまりは、今の入学準備金等についても９

月支給だったのですけれども、そういう準備

金の目途を勘案して、今後につきましては、

新聞等でもその話題載っていますから、でき

うる限り早期に支給できるように。

具体的には、５月の末あたりに所得が確定

しますから、鋭意努力をしまして７月ぐらい

にさかのぼって支給できるように対応してい

きたいなと思っていますので、御理解のほど

をよろしくお願いをいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） 現在は、そうしたら

６月とかということですか、実際に支給され

ているのは。９月。

新一年生については、さっき在籍している

と言いましたっけ。

新一年生の場合は、もともと新しく入るわ

けだから在籍なんかしていないですよね。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育次長。

○教育次長（寺地 優君） 今の御質問でご

ざいますが、在籍でございますので、４月１

日以降に学校に籍があることを在籍といいま

す。

ですから、新学予定者でございまして、こ

れから転出もありますし、確定されておりま

せん。

それは事実でございます。今、教育長の答

弁にありましたように、在籍が基本的に絶対

条件でございますので、４月１日以降に確定

すると、籍についてはですね、そういう形に

なります。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） これ、道議会でも何

か議論になったようなのですけれども、２割

の自治体は３月に支給しているところがある

というのです。

今、教育長が言われたように条件からする

と、そういうことは不可能だということです

よね。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育長。
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○教育長（藤代和昭君） 先ほど言ったよう

に、公金の支出ですから、当然、一定程度の

どの市町村でもかせがあると思うのですよ

ね。

これは、人々が、納税者が、タックスペイ

ヤーが納得と理解できるような、そういう徴

集の仕方なり支出の仕方、納付の仕方とあり

ますよね。

そういう意味で、さっきも言いましたよう

に、絶対条件というのは、いわゆる在籍をし

ていて、そしてその前年度の所得に資する

と。

今、議員御指摘の件につきましては、３月

とかにやっているということについては、し

たがって、便宜上、市町村の判断で前々年度

の所得で算定しているということだと思うの

ですよね。それでないと、そういうことがで

きないので。その使い道の趣旨からいって、

親御さんにでき得る限り早く準備金として支

給するということは、これはもう支給してや

りたいということは、これはだれしもそれに

ついては情緒的に異論はないのですけれど

も、やはり公金の使い方というのですかね、

支出の仕方ということについては、先ほど

言ったようなかせもありますので、その辺を

勘案しながら最大限の対応をしていきたいと

いうことですので、その辺を含めて御理解の

ほどをよろしくお願いしたいなと思っており

ます。

○委員長（髙橋秀樹君） ７番田利委員。

○７番（田利正文君） ３月に支給している

２割といわれていましたけれども、そういう

自治体については、新１年生については保育

所の段階で既にもう保護者の方に、いや、ど

んなふうに言っているのか私は見ていません

からあれですけれども、あなたは対象になる

からこういうことになりますよと、そういう

お知らせがちゃんと行くのだそうですね。

だから、これで予定を立てられるなという

ように思ったと思うのです。そういったこと

が、ぜひ足寄でもできるようにちょっとお願

いをしたいというように思うのですけれども

ね。今すぐということにはなりませんでしょ

うけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 教育長。

○教育長（藤代和昭君） 先ほども言ったよ

うに、結果的にはそういうことなのですが、

ただ、本来の保護者や後見人さんの意向、さ

らには本来の使用の目途を考えたときに、そ

ういう形で他町村もやっているそうですか

ら、本町も可能なのかどうかも含めて検討を

してまいりたいと思っておりますので、御理

解をよろしくお願いをいたします。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目学校建設費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １９２ページ、第

４項１目生涯学習費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目文化財費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目文化・スポー

ツ振興基金費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目博物館運営

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目生涯学習館

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目社会教育事業

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２００ページ、第

５項１目保健体育総務費、質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目総合体育館運

営費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目温水プール運

営費。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目学校保健費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目学校給食費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目給食車管理

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２１２ページ、第

１１款災害復旧費に入ります。

第１項１目河川災害復旧費、質疑はありま

せんか。

４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これは、議会の報告

会にもありましたが、昨年の台風で、早いも

のについては小麦を作付けするということに

ついては早急にやったということなのですけ

れども、そこで、それから後からの災害復

旧、畑に復旧していくということについての

面積はどれほどあるのかちょっとお伺いをし

たいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 早い。次のペー

ジ。

よろしいですか、次でもう一回。

ほかに、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目道路橋梁災害

復旧費、質疑ございませんか。

１２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） この橋梁の災害の

復旧についてですけれども、前年度の２８年

度に３,０９６万円という高額な減額補正し

ているわけですけれども、減額補正の要因と

しては人力不足から来る技術者、また、機械

等々の労力の不足ということで、未実行とい

う要因は理解できました。

そういう中で、本年度またこうして新たに

予算を組まれ、また、その予算を組むのはい

いのですけれども、昨年のこういうような未

実行に反省をした中で、これはもう足寄に限

らず国を挙げての人力不足で、機械不足で、

いろいろなことの労力の操作不足ということ

は出ているわけですから、ことしこのような

ことを前年度に踏まえて、例えば、地元の建

設協会等々も含めた中でどのような予算組の

中で実行に向けて打ち合わせをしたのか、そ

の辺ちょっとお聞きしたいのと、また、補正

で減額割れすることのないようにちょっとそ

の辺お聞きしたいのですけれども。

○委員長（髙橋秀樹君） 建設課長。

○建設課長（阿部智一君） お答えをいたし

ます。

今、委員仰せのとおり、望ましいのは災害

の起きた２８年度中に全ての箇所について復

旧が終了するのが一番望ましい形でございま

すけれども、昨年につきましては、委員の質

問の中にもございましたとおり、やはり本町

のみならず他町村についても大きな被害が及

んだと。

なおかつ、被害を受けた時期が通常の工事

がいわゆる一番最盛期を迎えている時期とい

うこともございまして、町内の建設業者等も

作業員、それから機械等についてもやはり不

足の状態ということで、残念なことに数十箇

所、復旧ができなかったという状況でござい

ます。

なおかつ、町長も行政報告の中でも報告を

させていただいたのですが、昨年１１月の上

旬に降雪があったということで、私どもとし

ては、確かに機械力、作業員の人員等の不足

もありましたけれども、やはり降雪があった

ということで復旧に向けた詳細の調査が十分

できなかったということもあって、やむなく

２８年度の計上をさせていただいた予算につ

いて減額をさせていただいて、新たに今年

度、２９年度予算で計上をさせていただいて

いるところでございますけれども。御質問に

ありました、地元の建設業協会等の協議の関

係でございますけれども、昨年９月１６日の

日に協会の協会長、それから事務局の方と私

ども建設課、それから副町長にも入っていた

だく中で、現状の復旧の対応、それから今後

の対応等について、実は協議をさせていただ

いた中ではまだまだ降雪の前でしたので、そ
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のときについては冬季の工事も何とか工面を

してやれるだけやろうやと、お願いというこ

とで協議をしてはいたのですが、いかんせん

１１月の降雪が予想以上に早かったというこ

ともあって、先ほど御答弁したとおり、やむ

なく減額をということになったわけでござい

ますけれども。

そこで、２９年度の復旧に係る対応でござ

いますけれども、これは、ここ数年、毎年３

月、年度末に次年度の工事の執行については

協会のほうと私ども執行側のほうと多方面に

わたっていろいろ協議を実はさせていただく

中で建設工事を今執行をしているところでご

ざいまして。今年につきましても、３月２１

日に協会さんのほうと災害復旧の関係だけで

はありませんけれども、２９年度に考えてお

ります、予定しております工事全般、それか

ら協会さんのほうからこの間もいろいろな要

望等もいただいておりますので、その辺の回

答を含めて協議をすることになっております

ので、その中で、委員御心配のないように確

実に年度内に、なおかつ早期に復旧できるよ

うにお互い協力し合いながら進めていきたい

というふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項農林水産施

設災害復旧費、１目農地災害復旧費。

４番木村委員。

○４番（木村明雄君） 先ほど、早とちりを

して申しわけございませんでした。

これについては、議会報告会の中でも皆さ

ん、地権者は心配をした形の中でいつになる

のだというようなことで心配をしていたとい

うことでございます。

それで、昨年の早い時期についての小麦を

まくという形の中での工事は進めていったの

だと思うのだけれども、そのほか、それから

おくれていったのだと思うのですよね。

そして、それがこれから先工事のおくれて

いる、残っている部分についての面積です

ね。

これがどのくらいあるのか、ちょっとお尋

ねをしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

平成２９年度の事業内容については、農地

については、予算説明資料の９９ページ、圃

場につきましては７.６ヘクタール、指定農

地につきましては４４.１ヘクタールが残っ

ております。

先ほど、建設課長からもお話ししたとおり

なのですけれども、農地等に伴ってのその被

害復旧なのですけれども、昨年度は木村議員

仰せのとおり、秋まき小麦からスタートをい

たしました。

その後、生産者と調整しながら復旧できる

ところは随時復旧していっていると。途中、

降雪もありましたけれども、できる限り年度

内に終える箇所については聞き取りをしなが

ら随時進めております。正直言って、現在も

今土砂堆積の箇所につきましては現場は動い

ております。工期についても３月ほとんど下

旬ぎりぎりまで動かすつもりで、何とか年度

内で終えられるものは何とか終えようとして

今努力しております。つけ加えれば、２９年

度の圃場もなのですけれども、いずれにして

も、要は螺湾川、足寄川、この決壊に伴って

の箇所が多くありますので、帯広建設管理部

足寄出張所、この担当者と、後は生産者を含

めて打ち合わせをしていきたいし、実は、農

協と我々も含めてこれから生産者のところへ

行って、一応いつごろがいいのかという、今

はもう真っ白なので行けないのですけれど

も、今月中までに生産者のところに行ってで

きる限り早めに入っていただけるか、いや、

１回収穫してからでもいいよという、その聞

き取り、ことしのいつ入っていいか聞き取り

をしながら、ましてや圃場の確認もしながら

進めていきたいなということで思っておりま
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す。

そういうことで、農地復旧についてはでき

れば年度内、２９年度で全て終わらせたいと

いうことで考えております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これ、ちょっと私わ

からなくなってきたわけなのだけれども、こ

れはこれからそうしたら雪が解けてから工事

を進めていくということは、これはことしの

５月に作付けをできるのか、それとも来年の

５月なのか、その辺どうなのでしょう。

○委員長（髙橋秀樹君） 経済課長。

○経済課長（村田善映君） 畑作につきまし

ては、ほぼ完了しております。

それで、今現在残っているのは本当に数ヘ

クタールぐらいで思っております。ただ、草

地のほうの土砂堆積だとかそういったところ

につきましては、今言っているようにちょっ

と生産者と調整しながら進めないとだめだと

いうのと、河川のほうの復旧を終わらない

と、また越水したどうのこうのということに

なりますので、そこはやっぱり河川の護岸工

事にあわせてうちのほうも復旧計画を立てて

おります。

あと、一部、昨年度もあったのですけれど

も、一部自力でちょっと一回水を埋めますよ

と、ただし、そこで秋まきを植えましたと、

２９年の収穫後きちんとした整備計画を持っ

ていただきたいという生産者もおります。

いずれにしても、生産者と調整しながら畑

作関係につきましては５月連休明けくらいの

作付けに間に合うよう、うちらもその辺につ

いては農協、生産者含めて今進めておる次第

でございます。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに質疑はあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目農業用施設災

害復旧費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１２款公債費に

入ります。

第１項１目元金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１３款職員費に

入ります。

第１項１目職員給与費、質疑はありません

か。

１０番星委員。

○１０番（星 孝道君） 単純なお尋ねでご

ざいますが、いわゆる安久津町政になってか

ら正規の職員が５０人ほど減員になって人件

費の圧縮に努めてこられたというふうに説明

を受けておりますが、では、非正規分の動向

というのはどうなっているのかお伺いしたい

と思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君） お答えいたしま

す。

非正規職員の部分、共済組合に加入してい

ない、社会保険加入の者でございますけれど

も、近年職員の減った部分どうなっているか

ということでございますが、職員の減った部

分といいますよりも、現業職部門で職員が多

数減っておりますので、そこはふえてきてい

る部分がございます。事務部門ではさほどの

ふえはございません。

そういうことが近年の傾向でございます。

若干、現業職部門で非正規がふえてきており

ます。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） よろしいですか。

ほかに、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２１６ページ、第

１４款予備費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括ありませ

んか。

９番髙橋健一委員。
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○９番（髙橋健一君） 済みません、さっき

聞き忘れたのですけれども、はるにれ団地に

ついてお聞きします。

また、お願いがあります。

我が東３区自治会、私、東３区自治会の会

長をやっているのですけれども、実は、住民

課のほうから新しくできたはるにれ団地の１

１人の人たちの町内会の加盟をお願いします

と、面倒を見てくださいというふうに言われ

たのですよね。だけども、これの予算説明資

料８５ページを見ますと、これどんどん棟が

ふえてまいりまして、最終的には５１戸でき

る予定になっていますよね。ことしも９戸で

すから、今１１戸で、２０戸、ことしで。我

が町内会というのは、今５１戸なのですよ

ね。このままずっと経緯しますと、全部で１

０２戸ぐらいになってしまう。ちょっとこれ

はおなかいっぱいだなという感じがします。

そして、せっかく立地がいいですよね。む

すびれっじもそばですし、役場も近いと。そ

して、中身的には結構高齢者の方が多くい

らっしゃって。私も今もう既に回覧とか、皆

さんに一軒一軒配りながらお話は聞いている

のですよ。最初は４軒ぐらいしか入っていな

かったのですけれども、今は７、８軒入って

いらっしゃると思うのですけれども、かなり

高齢者が多くて。そして、去年ですか、敬老

会自体が今度は自治会のほうへ丸投げされて

しまったということもありまして、ちょっと

大変だなと。だけれども、私、一般質問で地

域共生社会の実現に向けてなんて言ってしま

いましたら、国でお金足りないときには足寄

町で協力して何とかお年寄りもみんな子供も

障害者もみんな幸せにならないといけないと

言ってしまったものですから、ちょっとこの

辺が心配しているのですけれども。なかなか

住民課にお願いしても、なかなかいわゆるワ

ンストップでは解決できないのですよね。

これは、縦割り行政の何か金なのではない

かと思っているのですけれども、この辺ある

程度の１年、２年の何とか持ちこたえられる

かもしれないです。我が自治会も。だけれど

も、今後５１戸は町内会の人たちと話しして

いても、これは無理ではないかと。我々自体

も年をとっていますから、だから、この人た

ちを見守り続けるというのは相当厳しい。

いわゆる、我が自治会にとっては老老介護

みたいな部分もありまして、ここを何とか行

政のほうで組み込めないのかと。住民課の方

に、窓口に行っても町内会とは任意でしょう

と言うのですよね。なかなか行政が首突っ込

めないのだと、そういうこともあって、私は

ちょっと思いきってやってみたらどうですか

と、自治会が率先して。

一つ北団地、あそこもありましたよね。北

団地、あそこもたくさん新しく団地ができて

住民の方たくさん集まっているのだけれど

も、なかなか機能しないということ、話を聞

いていたものですから、これは何か役場にも

責任があるのではないかなと常々思っていた

のですけれども、これが今度私のところにか

ぶってきてしまったと。我々も本当に精一杯

目一杯やりますけれども、何とか行政の力で

この辺。私の理想としては、せっかくむすび

れっじがあるのだから、むすびれっじを中心

としたような自治会ができないのだろうか

と、新しい試みとしてね。

そういうことをお聞きしたいのですけれど

も、よろしくお願いします。

○委員長（髙橋秀樹君） 住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） お答えをいたし

ます。

これから、はるにれ団地の形成する世帯数

が仮に５０世帯ぐらいになるというお話でご

ざいますけれども、現在、自治会は８８自治

会ございますけれども、その中にケアハウス

がございまして、そこはもうそこだけでほほ

えみ自治会として６５戸を自治会として形成

をしていただいております。

ですから、今後、その自治会の世帯数がふ

えていった場合に、そういう協議も含めて検

討をしていただいて、はるにれ団地の仮に一

つがそれが自治会の単位ということも私のほ

うではやぶさかではないというふうに思って
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いますので、その時点に来ましたらという

か、大分ふえてきて自治会で活動が、はるに

れ団地の方と一緒にはなかなかもう活動がで

きないということになれば、新しく一つの自

治会形成というのも運営上活動がしやすいの

かなと思っておりますので、そういうことも

踏まえて検討をしていただければというふう

に思っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ９番髙橋健一委

員。

○９番（髙橋健一君） やはり私これからも

何度も住民課のほうへ行って壁をぶち破るべ

く頑張るつもりなのですけれども、やはりど

うしても縦割りなのではないかなと思うので

すよね。この前も行って、私、包括センター

の話ししたのですけれども、多分こういうこ

とも含めて考えなければいけないのではない

かなと。住民課だけではなくて、それこそ福

祉のほうも全部引っくるめて考えなければい

けない状態がこれからのはるにれ団地の中身

になってくるのではないかなと思うのです

が、いかがでしょうか。

○委員長（髙橋秀樹君） 副町長。

○副町長（渡辺俊一君） はるにれ団地であ

りますけれども、これについては下愛冠の公

営住宅からの住みかえというような形で、基

本的には住みかえですので、下愛冠団地に住

んでいらっしゃった方たちがこちらに少しず

つ移ってくるという形になります。

今、１号棟から２号棟ですか。この後、３

号棟、４号棟ということでどんどんできてき

て、最終的には５７戸ぐらいができる予定に

なっておりまして、そうすると５７戸ぐらい

の方たちがここに引っ越してこられるという

形になります。

先ほど、住民課長のほうからもお話しして

いますけれども、基本的に、今ここのところ

がたまたま東３区なのですかね、あそこ。東

３区の自治会と近いということでは、その中

に組み込まれていくという形になっておりま

すけれども。

また、先ほど議員からお話あったように、

例えば、はるにれ団地が一つの自治会という

ことも、これは考えられないことではないな

というようにこう思っております。

そういった意味で、今１１戸ぐらいの方た

ちが入っている中では、なかなかその中で自

治会というのはなかなか難しいということ

で、今、議員の同じ自治会に一緒に入れてい

ただいてというような形になっておりますけ

れども、将来的に全部建てかえが終わって五

十何戸ということになるということですね。

その中での自治会ということも、これも一つ

あり得るのかなというふうに、こう思ってお

ります。

そういった意味で、今後入ってくる住民の

方たちも含めて新しく自治会をつくるのか、

もしくは東３区の自治会と一緒にやっていく

とすればどういう形が一番自治会としてなり

立っていくのかというようなことも含めて住

民課なども入りながら検討をさせていただき

たいなというように思っております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ９番髙橋委員。

○９番（髙橋健一君） 私も足繁く通って皆

さんの話を聞くつもりでおりますけれども、

それ以上に行政がやはり踏み込んだ形で住民

の話を聞くということがすごく大事だと思い

ます。

その辺、よろしくお願いします。私、しつ

こく住民課に行きますので。いや、福祉課も

行くかもしれませんけれども。どうぞ対応を

よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番木村委員。

○４番（木村明雄君） それでは、これ総括

になりまして、消防費でちょっとお伺いをい

たします。

これは、十勝広域消防になりまして１年が

経ったわけでありますが、そこで我々心配し

ていたわけなのですけれども、ここでメリッ
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トはどうだったのか、デメリットはどうなの

か、これについて検証をお願いをしたいと思

います。

○委員長（髙橋秀樹君） 消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） 質問にお答え

いたします。

昨年４月から広域スタートしました。それ

で、メリットの点ですが、１１９番が一元化

されました。それで、全て帯広で一本化され

まして、出動態勢に関しましては早期通報と

いうことで出動されております。

出動態勢に関しましては、移行区ですか、

本別区域に関しましては８件ほど出動してお

ります。これに関しても、早期現場到着とい

うことで、以前よりかなりスムーズな動きを

されているかと思います。そのかわりに、大

誉地地区に関しましては、陸別消防署で出動

しておりまして、そちらにおきましても１０

件ほど出動をされております。

デメリットに関しましては、事務的な仕事

かなりふえておるのが事実でございます。こ

れにおきましては、広域にかわりまして、か

なりいろいろな面で事務要領がふえたという

ことでかなり苦慮しているところでございま

す。これに関しましても、１年、２年、さら

に３年と検証を重ねながら進めてまいりたい

と思いますので、御理解いただきたいと思い

ます。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） これ、例えば、足寄

で火事があったということになったときに

は、やはり本部の帯広ですか、帯広から指令

が来るのかどうなのか、その辺。

例えば、足寄に火事があれば、足寄から指

令を出すのか、その辺ちょっとお伺いしたい

と思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいたし

ます。

まず、帯広に１１９番入ります。１１９番

入りまして、帯広の司令台のほうに地図検索

装置というのがありますので、そこでいきな

り立ち上がります。すぐ場所が把握されま

す。向こうから予告指令がかかりまして、ブ

ザー、放送が鳴ります。データが流れてき

て、その指令書に基づきまして出動をかけて

いる状態でございます。

以前ですと、１１９番全て足寄で受けてい

ましたので、アナログではないですけれど

も、地図を開きながら、それに基づきながら

いろいろとやっていましたけれども、現在は

向こうで全て一気に立ち上げた状態でこちら

で出動している状態です。ですので、かなり

時間的には早いとは思うのですね。

ただ、本当にまだ１年なので検証されてい

ません。今後、本当に１年、２年と進める中

で検証を進めてまいりたいと思うので、御理

解をいただきたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） ４番木村委員。

○４番（木村明雄君） わかりました。

もう一つだけお伺いをしたいと思います。

これは、足寄町も消防車が相当数台数があ

ると思うわけなのだけれども、これ消防車、

大した使いもしないわけなのだけれども、そ

うかといって、これについて耐用年数、これ

は使用はしていなくても古くなればやっぱり

取りかえていかなければならないと思うわけ

なのだけれども、耐用年数について何年経っ

たら新しくするのか、その辺についてお伺い

をしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） 質問にお答え

いたします。

基本的には、おおむね２５年ということで

更新計画には挙げております。第６次総合計

画におきましても、計画を計上させていただ

いています。基本的には、消防車本体の部品

と、またポンプにおきましても大体１０年か

ら１５年で部品調達が難しいということで

メーカーからも聞いております。

ただ、議員御指摘のとおり、走行距離に関

してはほとんど１万、２万という走行距離な

のですが、その経年でというよりましては

やっぱりポンプのパッキンだとかそういうも
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のが消耗しまして、結局はポンプ圧力が低下

するというお話というか実際そういうことに

なってしまいますので、大体２５年というこ

とでめどにしています。

ただ、２５年以前におきましても、ポンプ

のオーバーホールとかもかけながら少しでも

耐用年数を延ばしているというのが現状でご

ざいます。

以上です。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ここで、暫時休憩

をいたします。

２時１５分まで休憩をいたします。

午後 ２時００分 休憩

午後 ２時１４分 再開

○委員長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、委員

会を再開します。

１０ページにお戻りください。

歳入に入ります。

項で進めます。

第１款町税、第１項町民税、質疑はありま

せんか。

１２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君） この町民税で個人

という中で、昨年の災害による我々一般によ

る基幹産業である農業が大打撃を受け、相当

収入減がそこで発生したというふうに想像し

ているところでもあるのですけれども、この

４００万円前後、１.何％なのですかね、

五、六％になるのかな、それだけの収入が増

額になっている、これはもう喜ばなくてはい

けない、いいことなのですけれども、この要

因というのはやっぱり何なのですかね。

私ちょっとこの辺も、そういう基幹産業で

ある農業が、畑作が大きな打撃を受けたとい

うよう中、何か総体的に畜産関係の善戦が

あったからこういう数値になったのか、その

辺ちょっと分析というか内容わかったらお願

いしたいと思います。

○委員長（髙橋秀樹君） 住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） 今の委員の御質

問に対してでございますけれども、基本的

に、平成２８年度との比較の中で給与所得、

営業所得、その他の所得の関係ありますが、

その分については１００パーセント以上の積

算をしておりますけれども。昨年被害があっ

た台風の関係の農業所得者の関係でございま

すけれども、この関係についてはとりあえず

今回の積算は、昨年の所得で積算できません

ので、平成２２年度から平成２７年度の平均

値で推計を出しました。

昨年度と比較しますと、農業所得は昨年度

当初予定の見込みが４,３００万円ぐらい見

ておりましたけれども、その農業所得を２９

年度推計は先ほどの平均値ということで２,

０００万円ぐらいということで見ておりま

す。

基本的には、農業所得だけを見ると下がっ

ておりますけれども、その他の所得について

は前年をちょっと上回っているということの

推計値で今回積算を出しております。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項固定資産

税。

１番熊澤委員。

○１番（熊澤芳潔君） ２番目の国有資産等

所在市町村交付金及び納付金とあるのですけ

れども、これは逆に、今、井脇議員のあれ

だったのですけれども、減っているのですよ

の理由について。

○委員長（髙橋秀樹君） 住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） お答えをいたし

ます。

この関係につきましては、国、道の固定資

産の税に見合う交付金として国有財産等所在

市町村交付金の規定によりまして、その通知

額を計上するわけでございますけれども、本

年度の実績が当初予算よりも下回っていると

いうことで、平成２８年度の実績値に基づい



― 36―

て平成２９年度の当初予算を計上させていた

だいたということになります。

それで、この国有財産等の内訳については

仮に北海道ですとか、北海道財務局ですと

か、帯広建設開発部、北海道森林管理局、帯

広防衛支局、こちらのほうからの交付金とい

うような形になります。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項軽自動車

税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項町たばこ

税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５項入湯税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款地方譲与税

の第１項自動車重量譲与税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項地方揮発油

譲与税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項利

子割交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １４ページ、第４

款、１項配当割交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項株

式等譲渡所得割交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款、第１項地

方消費税交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第７款、第１項自

動車取得税交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第８款、第１項国

有提供施設等所在市町村助成交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第９款、第１項地

方特例交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１０款、第１項

地方交付税、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１１款、第１項

交通安全対策特別交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１２款分担金及

び負担金の第１項分担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１３款使用料及

び手数料の第１項使用料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項手数料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２２ページ、第１

４款国庫支出金の第１項国庫負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項国庫補助

金、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項国庫委託

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１５款道支出金

の第１項道負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項道補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項道委託金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３０ページ、第１

６款財産収入の第１項財産運用収入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項財産売払収

入、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（髙橋秀樹君） 第１７款、第１項

寄附金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１８款繰入金の

第１項基金繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項特別会計繰

入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１９款、第１項

繰越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２０款諸収入の

第１項延滞金、加算金及び過料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項預金利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項貸付金元利

収入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項受託事業収

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５項雑入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４４ページ、第２

１款、１項町債、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６ページにお戻り

ください。

第２表地方債、５件、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １ページにお戻り

ください。

第３条一時借入金、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４条歳出予算の

流用、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３３号平成２９年度足寄

町一般会計予算の件を採決します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３３号平成２９年度足

寄町一般会計予算の件は、原案のとおり可決

されました。

◎ 議案第３４号から議案第４０号まで

○委員長（髙橋秀樹君） これから、議案第

３４号平成２９年度足寄町国民健康保険事業

特別会計予算の件を議題といたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

１８ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目連合会負担

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２０ページ、第２

項１目運営協議会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項１目賦課徴

収費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（髙橋秀樹君） ２目納税奨励費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款保険給付

費、第１項１目一般被保険者療養給付費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目退職被保険者

等療養給付費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目一般被保険者

療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目退職被保険者

等療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目審査支払手数

料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目一般被

保険者高額療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目退職被保険者

等高額療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項１目一般被

保険者高額介護合算療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目退職被保険者

高額介護合算療養費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項１目一般被

保険者移送費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目退職被保険者

等移送費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２６ページ、第５

項１目出産育児一時金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目出産育児一時

金支払手数料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６項１目葬祭

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款後期高齢者

支援金等、第１項１目後期高齢者支援金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目後期高齢者関

係事務費拠出金、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款前期高齢者

納付金等、第１項１目前期高齢者納付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目前期高齢者関

係事務費拠出金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款老人保健拠

出金、第１項１目老人保健事務費拠出金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款介護納付

金、第１項１目介護納付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第７款共同事業拠

出金、第１項１目高額医療拠出金、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目保険財政共同

安定化事業拠出金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目その他共同事

業拠出金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第８款保健事業

費、第１項１目特定健康診査等事業費、質疑

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目保健衛

生普及費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第９款基金積立

金、第１項１目基金積立金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１０款公債費、
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第１項１目利子、質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１１款諸支出

金、第１項１目一般被保険者保険税還付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２目退職被保険

者等保険税還付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目償還金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１２款直営施設

勘定操出金、第１項１目直営施設勘定操出

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第１３款予備費の

１目予備費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ８ページにお戻り

ください。

歳入に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項国民健康保険税、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １０ページ、第２

款、第１項国庫負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款国庫補助

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項療

養給付費等交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項前

期高齢者交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項道

負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項道補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款、第１項共

同事業交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第７款、第１項他

会計繰入金。

８番高道委員。

○８番（高道洋子君） 他会計繰入金のとこ

ろなのですけれども、前年比が７,０００万

円ほど多く１億６,４００万円云々なのです

けれども、ちょっと説明してもらえますか。

○委員長（髙橋秀樹君） 住民課長。

○住民課長（沼田 聡君） お答えをしま

す。

一般会計繰入金が７,１３７万８,０００円

の増となっておりますけれども、この関係に

つきましては、前の一般質問の中で医療費総

額についてお話をさせていただきましたが、

平成２７年度の医療費が７億４,０００万円

ぐらいになっておりました。

この平成２７年度の医療費の実績に基づい

て平成２８年度の当初予算を計上するという

ことで、２７年度は医療費が低かったと。平

成２８年度、今年度ですが、今までの実績を

見ていると医療費が大分かかっていると、約

６,０００万円ぐらいふえてきているという

ことになりまして、その平成２８年度の実績

と、あと２カ月程度の推計値の中で平成２９

年度の予算編成をするわけでございますけれ

ども、その中で歳出総括に対して歳入で補え

ない部分、赤字の補填というような考え方に

なろうかと思いますけれども、その関係が１

４ページになりますが、区分５の一般会計繰

入金、この一般会計繰入金が前年度と比較し

ますと、７,１２９万７,０００円ふえている

ということになりまして、医療費の増、また

あと前期高齢者、これは概算払いで支払うの

ですけれども、その概算払いで支払う部分が

２年後、今度精算になるわけですがそこで前

期高齢者の分も減額になってくると。

そういうこともいろいろな諸事情もありま
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して、それで一般会計からの繰入金が増額し

たということになります。

以上でございます。

○委員長（髙橋秀樹君） よろしいですか。

ほかに、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項基金繰入

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第８款、第１項繰

越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第９款、第１項延

滞金、加算金及び過料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項預金利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項受託事業収

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項雑入、質疑

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １ページにお戻り

ください。

第２条一時借入金、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３４号平成２９年度足寄

町国民健康保険事業特別会計予算の件を採決

します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３４号平成２９年度足

寄町国民健康保険事業特別会計予算の件は、

原案のとおり可決されました。

３７ページをお開きください。

これから、議案第３５号平成２９年度足寄

町簡易水道特別会計予算の件を議題といたし

ます。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

４６ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款施設費、第

１項１目営繕費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款水道工事

費、第１項１目水道工事費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款公債費、１

目元金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款予備費の１

目予備費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４４ページ、歳入

に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項事業収入、質疑はありませ

んか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項国

庫補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項他

会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項繰

越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項雑

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款、第１項町

債。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４０ページにお戻

りください。

第２表地方債１件、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３５号平成２９年度足寄

町簡易水道特別会計予算の件を採決します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３５号平成２９年度足

寄町簡易水道特別会計予算の件は、原案のと

おり可決されました。

６１ページをお開きください。

これから、議案第３６号平成２９年度足寄

町公共下水道事業特別会計予算の件を議題と

いたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

７２ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目普及促進費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目処理場

管理費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目管渠管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款事業費の１

目事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款公債費の１

目元金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款予備費、１

目予備費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６８ページをお開

きください。

歳入に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項使

用料。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項国

庫補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項他

会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項繰

越金、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款、第１項延

滞金、加算金及び過料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項雑入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第７款、第１項町

債。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６４ページにお戻

りください。

第２表債務負担行為２件、質疑はありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３表地方債１

件、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３６号平成２９年度足寄

町公共下水道事業特別会計予算の件を採決し

ます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３６号平成２９年度足

寄町公共下水道事業特別会計予算の件は、原

案のとおり可決されました。

８９ページをお開きください。

これから、議案第３７号平成２９年度足寄

町介護保険特別会計予算の件を議題といたし

ます。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

１０２ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目賦課徴

収費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項１目介護認

定審査会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目認定調査等

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １０６ページ、第

２款保険給付費、第１項１目介護サービス給

付費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目審査支払手数

料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目高額介護サー

ビス費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目高額医療合算

介護サービス費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（髙橋秀樹君） ５目特定入所者介

護サービス費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款地域支援事

業費、第１項１目介護予防・生活支援サービ

ス事業費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目介護予防ケア

マネジメント事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目一般介

護予防事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項１目総合相

談事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目権利擁護事業

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目任意事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目在宅医療・介

護連携推進事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目認知症総合支

援事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目地域ケア会議

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項１目審査支

払手数料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款諸支出金、

第１項１目第１号被保険者保険料還付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目償還金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ９６ページ、歳入

に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項介護保険料、質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項負

担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項国

庫負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項国庫補助

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項支

払基金交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項道

負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項道補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第６款、第１項他

会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項基金繰入

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第７款、第１項繰

入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第８款、第１項延

滞金、加算金及び過料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項雑入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項預金利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全知に対する総括
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ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３７号平成２９年度足寄

町介護保険特別会計予算の件を採決します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３７号平成２９年度足

寄町介護保険特別会計予算の件は、原案のと

おり可決されました。

１２１ページをお開きください。

これから、議案第３８号平成２９年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計予算の件を議題といたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

１３０ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款事業費、第

１項１目事業費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款公債費、第

１項１目元金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款予備費、第

１項１目予備費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １２８ページ、歳

入に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項手数料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項道

委託金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項他

会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項繰

越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第５款、第１項雑

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３８号平成２９年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計予算の件を採決します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立お願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３８号平成２９年度足
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寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決

されました。

１３７ページをお開きください。

これから、議案第３９号平成２９年度足寄

町介護サービス事業特別会計予算の件を議題

といたします。

提出議題につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

１４８ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款介護サービ

ス事業費、第１項１目特別養護老人ホーム運

営費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項１

目予備費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １４４ページ、歳

入に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項介護サービス給付費収入、

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項介護サービ

ス利用者負担金収入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項他会計負担

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項財

産運用収入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項他

会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項雑

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第３９号平成２９年度足寄

町介護サービス事業特別会計予算の件を採決

します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立をお願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第３９号平成２９年度足

寄町介護サービス事業特別会計予算の件は、

原案のとおり可決されました。

１６３ページをお開きください。

これから、議案第４０号平成２９年度足寄

町後期高齢者医療特別会計予算の件を議題と

いたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

１７４ページをお開きください。

歳出から進めます。

目で進めます。

第１款総務費、第１項１目一般管理費、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項１目賦課徴

収費。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款後期高齢者

医療広域連合納付金、第１項１目後期高齢者

医療広域連合納付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款諸支出金、

第１項１目保険料還付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目償還金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項１

目予備費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳出総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １７０ページ、歳

入に入ります。

項で進めます。

第１款、第１項後期高齢者医療保険料、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２款、第１項一

般会計繰入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３款、第１項繰

越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４款、第１項延

滞金、加算金及び過料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第２項償還金及び

還付加算金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第３項預金利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 第４項受託事業収

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 歳入総括はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４０号平成２９年度足寄

町後期高齢者医療特別会計予算の件を採決し

ます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立をお願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第４０号平成２９年度足

寄町後期高齢者医療特別会計予算の件は、原

案のとおり可決されました。

◎ 議案第４１号

○委員長（髙橋秀樹君） これから、議案第

４１号平成２９年度足寄町上水道事業会計予

算の件を議題といたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

６ページをお開きください。

収益的支出から目で進めます。

営業費用の１目原水及び浄水費、質疑はあ

りませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目配水及び給水

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目総係費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目減価償却費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目資産減耗費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（髙橋秀樹君） 営業外費用の１目

支払利息及び起業債取扱い諸費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目消費税及び地

方消費税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目雑支出。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 予備費、質疑あり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６ページ、収益的

収入に入ります。

一括で行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １２ページをお開

きください。

資本的収入及び支出一括で行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 総括はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２ページにお戻り

ください。

第５条一時借入金から第７条棚卸資産購入

限度額まで質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 総括はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４１号平成２９年度足寄

町上水道事業会計予算の件を採決します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立をお願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第４１号平成２９年度足

寄町上水道事業会計予算の件は、原案のとお

り可決されました。

◎ 議案第４２号

○委員長（髙橋秀樹君） これから、議案第

４２号平成２９年度足寄町国民健康保険病院

事業会計予算の件を議題といたします。

提出議案につきましては、既に説明を受け

ておりますので、これから質疑に入ります。

６ページをお開きください。

収益的支出から目で進めます。

医業費用の１目給与費、質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目材料費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目経費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １４ページ、４目

減価償却費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ５目資産減耗費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６目研究研修費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 医業外費用の１目

支払利息及び企業債取扱い諸費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２目患者外給食材

料費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ３目消費税及び地

方消費税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ４目雑損失。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 特別損失の１目そ
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の他特別損失。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 予備費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ６ページ、収益的

収入に入ります。

一括で行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） １６ページ、資本

的収入及び支出一括で行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） ２ページにお戻り

ください。

第５条企業債から第１０条棚卸資産購入限

度額まで質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４２号平成２９年度足寄

町国民健康保険病院事業会計予算の件を採決

します。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立をお願いします。

（賛成者起立）

○委員長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第４２号平成２９年度足

寄町国民健康保険病院事業会計予算の件は、

原案のとおり可決されました。

◎ 閉会の議決

○委員長（髙橋秀樹君） これで、本委員会

に付託されました案件の審議は全て終了しま

した。

これをもって、閉会したいと思いします

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 異議なしと認め、

本委員会を閉会いたします。

なお、委員会審査報告書の作成について

は、正副委員長に御一任お願いたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（髙橋秀樹君） 異議なしと認め、

正副委員長により作成いたします。

◎ 閉会宣告

○委員長（髙橋秀樹君） これをもちまし

て、予算審査特別委員会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

午後 ２時５８分 閉会


